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部分公開決定通知書

大福祉第2445号

令和6年1月30日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

大阪市長横山英幸

令和6年1月17日付けの公開請求について､大阪市情報公開条例第10条第1項の規定に

より、次のとおり公文書の一部を公開することを決定したので通知します。

注1 この決定について不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3

箇月以内に、大阪市長に対して審査請求をすることができます。

この決定については、上記の審査請求のほか、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して6箇月以内に、大阪市を被告として（訴訟において大阪市を代表する者は大阪市長となり

ます｡)、処分の取消しの訴えを提起することができます。

なお、上記の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができます。

ただし、上記の期間が経過する前に、この決定（審査請求をした場合には、その審査請求に対

する裁決）があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間

やこの決定（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算

して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

認められる場合があります。

2公文書の公開を受ける際には、この通知書を受付へ提示してください。

公文書の件名 別紙1のとおり

公開の日時 別途郵送します。

公開の場所 別途郵送します。

公開の実施方法 文書の写しの交付

公開しないこと

とした部分
別紙2のとおり

上記の部分を

公開しない理由
別紙2のとおり

担 当
福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課（地域包括ケアグループ）

(電話番号06-6208-8060）

備 考
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（別紙1）

公文書の件名

【①大阪市が大阪市東成区南部地域包括支援センターに委託している内容及び委託費用が

書いてある契約書その他の文審（令和5年2月当時のもの)】

1 大阪市東成区南部地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）

業務委託契約書（契約期間：平成31年4月1日から平成35年3月31日）

2大阪市東成区南部地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）

業務委託変更契約書（令和4年度締結分）

3令和4年度大阪市東成区南部地域包括支援センター介護予防・日常生活支援総合事

業における介護予防ケアマネジメント （第1号介護予防支援事業）

業務委託契約書

4令和4年度大阪市東成区南部地域包括支援センター家族介護支援事業

業務委託契約書

【②大阪市東成区南部地域包括支援センターが大阪市に提出している、受託業務に関する

定期的な報告書（令和4年度のもの)】

5令和4年度大阪市東成区南部地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）

変更届出書（令和4年4月12日提出分）

6令和4年度大阪市東成区南部地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）

職員配置状況確認表（令和4年4月1日時点）

7令和4年度大阪市東成区南部地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）

職員配置状況確認表（令和3年8月25日時点）

8令和4年度大阪市東成区南部地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）

変更届出書（令和4年6月13日提出分）

9令和4年度大阪市東成区南部地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）

職員配置状況確認表（令和4年6月1日時点）

10令和4年度大阪市東成区南部地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）

職員配置状況確認表（令和4年4月1日時点）

11令和4年度大阪市東成区南部地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）

自立支援型ケアマネジメント検討会議会議録

12令和4年度大阪市東成区南部地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）

自立支援型ケアマネジメント検討会議報告書
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(別紙2）

公開しないこととした部分

ア （別紙1項番1～4） 法人の印影

イ （別紙1項番5～10） 法人職員の氏名

ウ （別紙1項番11） 支援対象者の年齢・性別・状態・検討内容

エ （別紙1項番12） 支援対象者の年齢・性別・状態・支援経過

法人職員の氏名

1

2公開しない理由

大阪市情報公開条例第7条第1号に該当

（説明）

上記イーエの情報については､個人に関する情報であって、当該情報そのものにより

又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別される情報又は特定の個人を

識別することはできないが､公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれ

がある情報であると認められ、かつ同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないた

め。

大阪市情報公開条例第7条第2号に該当

（説明）

上記アの情報については、法人等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に

関する情報であって､公にすることにより偽造あるいは転用のおそれがあり、当該法人

等の事業運営が損なわれるおそれがあると認められ、かつ同号ただし書にも該当しな

いため。
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業務委託契約書（経常型）

契約番号福祉契第3100806号

句

③

I

上記の委託業務について､発注者と受注者は､各々の対等な立場における合意に基づいて､ -記事項
友ぴ裏面記載の各条項によって公正な契約を締結し､信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
1本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ､各自1通を保有する。 ：

平成31年4月1日

大 阪 市

契約担当者大阪市福祉局長出海健次

発注者

ザ

＝

e ・

住所又は事務所所在地

商号又は名称

氏名又は代表者氏名

大阪市東成区大今里南3丁目11番2号

社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協

犢会長（理事長） 清水弘

受注者

－1－
行

G ●

名 称

●
■

■ 6

e

地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業等） .
，． 、

、 ●
● ｡

業 務 委 託 料 ¥180,331,020
■ 『

ｰ

フ ち取引・に かか る

消費税及び地方消費税の額
● ●

●

・非課税

履 一行 期 間

可

●平成31年4月1日から平成35年3月31日まで

○契約後 日 ．

履 行 場 所 本市指定場所

● ■

保 証 事, 項

○
Ｏ
○
○

●
■

契約保証金

有価証券等

I

保証事業会社の保証
履行保証保険

円
○
○
●

金融機関の保証

公共工事履行保証証券

免除 巳 ■ ■

｡

そ の 他
■ ●

qｸ ｡
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という｡）における委託先事業者に係る規定を守り、善

良な管理者の注意をもって業務を履行しなければなら

ない。

（指示等及び協継の替面主義）
〈

第3条この契約書に定める指示謂求､通知も報告、
申出､､承緒、質問、回答及び解除（以下「指示等」と

いう｡）は、警面により行わなければならない。
2前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情が

ある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する

指示等を口頭で行うことボできる。この場合において、

発注者及び受注者は、既に行った指示等を撚面に配戦

し、 ・7．日以内にこれを相手方に交付する．ものとする｡・

3．発注者及び受注者は、この契約啓の他の条項の規定

・に基づき協譲を行う.ときは、当該協雛の内容を啓面に

‘記録するものとする。

（業務工程表の提出）

第4条受注者は、この契約締結後’4日以内に設計図

書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しな

ければならない｡.ただし、発注者が必要でないと認め

た場合はこの限りでない。 ・

2発注者は、必要があると記めるときは、前項の業務

、工程表を受理した日から7u以内に、受注者に対して

その修正を請求することができる。

3 ．二の契約鴇の他の条項の規定により履行期間又､は設

・計図番が変更された場合において、発注者は､､必要が‘

あると認めるときは、受注者に対･して業務工程表の再

提出を舗求することができる。この場合において、第

J項中「この契約締結後」とあるのは「当瞭舗求がお
った日から｣と難み響えて､前2項の規定を準用する。

4業務工程表ば､発注者叫び受注者を拘束するもので
はない。 ．

（事故等の報告蕊務）

第5条受注者は、業務の遂行中に事故が発生したとき

は、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに

その旨を発注者に報告し、速やかに応急処置を加えた

後、遅滞なく盤面により詳細な報告並びにその後の具
体的な事故防止策を、密面にて提出しなければならな

い。 ・

2前項の事故が､個人情報及び業務に係るすぺてのデ
ータ（以下.｢個人情報等」 という｡）の漏えい、滅失、
き損等の場合には､受注者は、業務を中止するととも

に､速やかに前項に規定する措置を講じなければなら

ない｡なお、業務中止の期間は、発注者が指示するま

でとする。 、ノ
ロ タ

3第1項の事故により、以降の業務の円滑な進行を妨

げる恐れがあるときは、受注者は、速やかに問題を解

． （総則)’

第1条発注者及び受注者は､この契約書(頭番を含む。

以下同じ｡)に基づき､殻計図書(別冊の図面､仕様書、

現場説明番及びこれらの図祷に係る質問回答詩並びに

現場説明に対する質問回答密をいう。以下同じ｡).に従

い、 日本国の法令を遵守し、この契約（この契約密及

・ び設計図番を内容とする業務の委能契約をしγう。以下

同じb)を履行しなければならない。

2受注者は､契約播記戦の業務(以下.｢業務｣という｡）

,‘、を契約書記戦の履行期間（以下「履行期間」という｡）

内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うもの

・とする。 ・

3謬欝鳥茎蕊麓鴛蔑麓鑑
の業務責任者に対して行うことができる。この場合に

おいて、受注者又は受注者の業務責任者は当該指示に

従い業務を行わなければならない。

4受注者は、この契約番若しくは設計図書に特別の定

めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者

との間で協議がある場合を除き､.業務を完了するため

に必要な一切の手段をその責任において定めるものと

する。

5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用

いる言語は、 日本詔とする｡ ・

6 この契約需に定める金銭の支払いに用いる通貨は、

日本円とする。

7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用

いる計鐘単位は、 ､設計図醤に特別の定めがある場合を

除き、計愚法(平成4年法律第51号)に定めるものと

する。

8 この契約番及び股計図無におけ･る期間の定めについ

ては､民法.(明治29年法律第89号)及び商法･ (明治

32年法律第48号)の定めるところ!こよるものとする。
9 この契約は、 日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る一切の訴訟の提起又は鯛停(第50条

の規定に基づき、発注者と受注者とが協雛の上選任さ

れる調停人が行うものを除く。）の申立てについては、

大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第--審の専属

的合意管轄裁判所とすることに合意する。

（法令上の責任等）

第2条受注者は､労働基準法(昭和22年法律第49号)、

職業安定法（昭和22年法律第141号)､労働安全衛生

法（昭和47年法律第57号）その他関係法令（社会保

険.労働保険に関する法令を含む｡)の規定のほか､職

員等の公正な職務?執行の確保に関する条例(平成'8
：年大阪市条例第16号。以下「コンプライ:アンス条例」
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媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部に持ち出

してはならない。

. (複写複製の禁止）

第10条受注者は、業務を行うための記録媒体等及び

記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはなら

ない。ただし、発注者より文密による同意を得た場合

はこの限りでない。

2前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理

については、第7条を準用する｡．

（個人情報等の保護状況に関する検査の実施） ．

第11条発注者は、必要があると認めるときは､受注者

の個人情報等の保醗状況について立入検査を実施する

ことができる。

2受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなけれ

ばならない。

3第1項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保

護状況が適切でないと麗められる場合、発注者は受注

者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人

情報等を適切に保鐘していると縄められる.まで、業務

を中止させる.ことができる。 ． ．

（廟実の公表）

第12条発注者は、受注者が保護条例第15条の規定に

､ 違反していると露めるとき.は､.保護条例第16条第1

項の規定に基づき、行為の是正その他必要な処腫を溝

ずるべき旨を勧告することができる｡

2発注者は、受注者が前項に規定する勧告に従わない

ときは､保護条例第'6条第2項に定める事実の公表，

を行うために必要な措憧をとる．ことができる。

3発注者は、前2項に定めるもののほか、業務に関し

個人傭報等の漏えい等の事故が発生した場合は､必要

に応じて当該事故に関する情報を公表することができ

・る。

（契約の保証）

第13条受注者は、この契約の締結と同時に､次の各号

のいずれかに掲げる保証を付さなければならない5た

だし､､第5号の場合においては、履行保証保険契約の,､
締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなけれ

、ぱならない。

(T) 契約保証金の納付

（2） 契約保証金の納付に代わる担保となる有価柾券

． ‘ 等の提供

（3） この契約による債務の不履行により生ずる損害

金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める

、 金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払保証事

業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第

4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ｡）の

保証

決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう、努

・めなければならない。

（個人情報等の保護に関する受注者の責務）

第6条受注者は、この契約の履行にあたって個人情報

等を取り扱う場合は§市民の個人情報保護の重要性に

鑑み大阪市個人情報保護条例（平成7年大阪市条例第

11号。以下「保護条例」と.いう｡)、大阪市特定個人情

報保醗条例(平成27年大阪市条例第89号)､行政手続

における特定の個人を職別するための番号の利用等に

関する法律（平成25年法律第27号）及びその他の関

連する法令等の趣旨を踏まえ、この契約書の各条項を

遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人

情報等の保竣に必要な体制の整備及び措瞳を鱗じなけ
t U

れぱならない。

2受注者は､自己の業務従事者その他関係人について、

前項の蕊務を遵守させるために必要な措憧を諺じなけ

ればならない。

（個人情報等の管理義務）

第7条受注者は、発注者から提供された蜜料、貸与品

等及び業務を行う上で得られた受注者の保有する記録

媒体（光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等

の媒体。以下「記録媒体等」と．いう｡）上に保有するす

べての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等につい

て、管理責任者を定めるとともに、 ･台帳等を設け管理

状況を記録する等適正に管理しなければならない。

2受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫．

又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等

適正に管理しなければならない。

3受注者は、第1．項の記録媒体等について､､業務を完

了した後、速やかに廃棄､消去又は返却等するものと

、する。ただし､･廃棄又は消去する隙は、発注者の承認

又は立会いを得て実施することとし《廃棄又は消去が
完了した際には、その旨を文書により発注者に報告す

，る等適切な対応をとらなければならない。

4受注者は、定期的に発注者からの要求に応じて、第

1項の管理記録を発注者に提出しなければならない。

5第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと

認められる場合、発注者は受注者に対し、改善を求め

るとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況

を適切であると認めるまで業務を中止させることがで

きる。

（目的外使用の禁止） ．

第8条受注者は､業務を行うための記録媒体等及び記

録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は発

注者の承諾な．しに第三者に提供してはならない。

（外部持出しの禁止） ．

第9条受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録

＄

●

、
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一

2受注者は､､業務の一部を第三者に委任し、又は請け

，負わせようとするときは、あらかじめ、書面により発

注者の承諾を得なければならない｡.ただし、発注者が

殺計図書において指定した軽微鞍部分を委任し、又は

謂け負わせようとするときは、この限りでない。

3発注者は、受注者に対しで､､業務の一部を委任し、

又は寵け食わせた者の商号又は名称その他必要な事項

の通知を舗求すること･ができる。

4受注者は、第2項により第三者に委任し、又は謂け

負わせた場合、発注者に対し、その第三者の受任又は

錆け負いに基づく行為全般について責任を負うものと

する。 ．

（特許権等の使用） ・ 、 ． 、
第i7条受注者は､特許権､実用新案権､意匠櫓商標

権その他日本国の法令に基づき保護される第烹者の横

'利(以下｢特許権等｣という｡）の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責

任を負わなければなら･ない。ただし、発注者がその履

行方法を指定した場合において、設計図番に特許権等

の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存

在を知ら･なかったときは､発注者は、受注者がその使

用に関して要した費用を負担しなければならない。

（特許樋の発明等） ．

第17条の2受注者は､業務の遂行にあたり、特許権等

の対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面

にて発注者に通知しなければならない。

2前項の場合において、当骸特許櫓等の取得のだめの

、手続き及び権利の帰属等に関する鮮細については、発

注者と受注者とが協織して定める。

（監督職員）

第18条：発注者は､監督職員を置いたときは､その氏名

を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更
●

したときも、同様とする。

2監督職員は、この契約書の他の条項に定あるもの及
びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のう

ち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほ

か、設計図密に定めるとこ･ろによ.り､次に掲げる権限

．を有する｡

（1） 発注者の意図ずる業務を完了させるための受注

者又は受注者の業務責任者に対する業務に関する指

． ‘示 ．

（2） ．この契約書及び設計図書の配戦内容に関する受

注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答

.(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業
務責任者との協議 ．

（4） 業務の進捗の確認､設計図番の記戦内容と履行内

容との照合その他この契約の履行状況の調査

（4） この契約による債務の履行を保証する公共工事

履行保証証券による保証

（5） この契約による債務の不履行により生ずる損害

・ をてん補する履行保証保険契約の締結

2前項の保証に係る契約保証金の額、保鉦金額又は保

険金額（第4項において「保証の額｣ ･という｡）は､．－

般競争入札においては業務委託料の､'0分の’以上、

指名競争入札、随意契約においては100分の5以上と

しなければならない。

3第1項の規定により､受注者が同項第2号又は第3・

ハ号に掲げる保薩を付したときは、当咳保鉦は契約保証

金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項

第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約

保証金の納付を免除する。

4業務委能料の変更があった場合には、一般銃争入札

においては保疵の額が炎更後の業務委耗料のid分の

1，指名競争入札及び随意契約においては100分の5．

に達するまで、発注者は、保証の額の増額を硝求する

ことができ、受注者は、保証の額の減額を硝求するこ

とができる。

5第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がな

いと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証

を付することを要しない。

（権利義務の額渡等）

第’4条受注者は、 この契約により生ずる権利又は義

務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保

に供することができない｡.ただし、あらかじめ、発注’

者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者

に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供

してはならなし､｡ただし、あらかじめ、発注者の承諾

・ を得た場合は､.この限りでない。

（秘密の保持）

第15条受注者は、この契約の履行に関して知り得た．

秘密を第三者に漏らしてはならない。

2受注者は、発注者の承諾なく、設計図密等（業務を

行う上で得られた寵録等を含む｡）を他人に閲覧させ、
複写させ、又は蔽渡じてはならない。

3受注者は､自己の業務従事者その他関係人について、

、前2項の義務を遵守させるために必要な措髄を鱒じな
ければならない。

4前3項の規定は､この契約が終了した後においても、

同様とする。 “

（一括再委託等の禁止）

第16条受注者は､業務の全部を一括して､又は設計図

書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又

は請け負わせてはならない。

~
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4発注者は、前項の規定による謂求があったときは、

当骸請求に係る事項について決定し、その結果を謂求

を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければ

ならない。

（履行報告）

第21条受注者は、設計図書に定めるところにより、こ

の契約の履行についズ発注者に報告しなければならな

い。

（貸与品等） ．

第22条発注者が受注者に貸与し、又は支給する器具、

図面その他業務に必要な物品等（以下「貸与品等」と

いう．｡）の品名、数量、品質、規格又は､性能、引渡場
、 ・

所及び引渡時期は、設計図密に定めるところによる。

2受注者は貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡し

の日から7日以内に、発注者に受領書又は借用密を提

出しなければならない。

3受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって

管理しなければならない。

4受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の

完了、設計図書の変更等によって‘稲用となった貸与品
等を発注者に返還しなければならない。

5受注者は、故意又は過失により貸与品等が鍼失若し

くはき損し、又はその返還が不可能となったときは、

発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状

に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなけ

ればならない｡

（設計図番と業務内容が一致しない場合の履行義務）

第23条受注者は、業務の内容が設計図響又は発注者

の指示若しくば発注者と受注者との協議の内容に適合

しない場合において､監督職員がその履行を請求した

ときは、当該請求に従わなければならない。この場合

．において、当該不適合が発注者の指示によるときその

他発注者の責めに帰すべき事由によるときは､発注者

は、必要がある.と認められるときは、履行期間若しく

は業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼした

ときは必要雄費用を負担しなければならない。 ”澱

（条件変更等）

第24条受注者はく業務を行うに当たり､､次の各号のい

ずれかに該当する事実を発見した．ときは、その旨を直

ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければなら

ない。

（1） 図面､仕様書､現場説明書及びこれらの図書に係

る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が

・ 一致しないこと （これらの優先順位が定められてい

る場合は除く｡）

． (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
9 ●

（3）設計図書の表示が明確でないこと

3発注者は、 2名以上の監督職員を置・き、前項の権限

を分担させ*ときにあってはそれぞれの監督職員の有
する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発

注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任

した権限の内容を､受注者に通知じなければならない。
4第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、

原則として、書面により行わなければならない。

5 この契約書に定める審面の提出は、殴計図番に定め

るものを除き、監督職員を経由して行うものとする。

この場合においては、監督職員に到達した日をもって

発注者に到達したものとみなす。 、

（業務責任者） ・

第19条受注者は、業務の管理・運営に必要な知職、技

能､､資格及び経験を有する業務責任者を定め、その氏

名その他必要な事項を発注者に通知しなければならな

い。業務責任者を変更したときも;同様とする。

2業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理

及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の

蕊更､業務委託料の請求及び受領､第20条第i項の請
求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の

請求も同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除

に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の

權限を行使することができる。

3受注者は、前項の規定にかかわらず．、 自己の有する

権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しよ

うとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の

内容を発注者に通知しなければならない。

（特定個人情報を取扱う者)．

第19条の2受注者は､業務の履行において､特定個入

情報を取扱う場合には、特定個人情報を取扱う者の氏

名その他必要な事項を発注者に通知しなければならな

・い。

（業務責任者等に対する措置謂求）

第20.条発注者は、業務責任者又は受注者の使用人若
しくは第16条第2項の規定により受注者から業務を

委任され､蓋しくは請け負った者がその業務の実施に
．つき著しく不適当と認められるとき･は、受注者に対し

て、その理由を明示した書面により、必要な措置をと

るぺきことを請求することができる。

2受注者は、前項の規定による請求があったと,きは、

当該請求iこ係る事項について決定し、その結果を舗求

を受けた脚から10‘日以内に発注者に通知しなければ

ならない。

3受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく

不適当と認められるときは､発注者に対して､その理
由を明示した密面により、必要な措置をとるべきこと

を請求することができる。

1
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＄

． （4） 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は

人為的な履行条件が実際と相違すること

（5） ・設計図書に明示されでいない履行条件について

予期することのできない特別な状態が生じたこと

2発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき

又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受

注者の立会いの上､直ちに調査を行わなければならな

い。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受

注者の立会いを得ずに行うことができる。 ・

3発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果．. （こ・

〆，、 れに対してとるべき措樋を指示する必要があるときは、

当該指示を含む｡）をとりまとめ、鯛査の終了後14日

以内に､その結果を受注者に通知しなければならない。

ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由

があるときは､あらかじめ､受注者の意見を聴いた上、

当咳期間を延長することができる。

4前項の調査の結果により第’項各号に掲げる事実が
．確認された場合において、必要があると認められると

きは､･発注者陸設計図書の釘正又は愛更を行わなげ

． ればならない。

5前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われ

た場合において､発注者は､必要があると認めらｵfる
ときは、履行期間若しく･は業務委託料を変更し、又は

受注者に損害を及ぼした．ときは必要な費用を負担しな

ければならない。

（設計図番等の蜜更） ．

第25条発注者は､前条第4項の規定によるほか､必要

があると認めるときは、設計図書又ほ業務に関する指

示（以下この条及び第27.条において「設計図審等」と

いう｡）の変更内容を受注者に通知して、設計図審等を

変更することができる｡この場合において､発注者は、

必要があると認める･ときは履行期間若しくは業務委託

料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要

な費用を負担しなければならない。

（業務の中止）

第26条発注者は､必要があると認めるときは､業務の
中止内容を受注者に通知して､業務の全部又ば一部を

一時中止させることができる。 ・

2発注者はく前項の規定により業務を一時中止した場
合において、必要があると認められるときは、履行期

間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の

続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし

たとき若しくは受注者に損害を及ぼしたと･きは必要な．

費用を負担しなければなら.なし1.. ・ ・

（業務に係る受注者の提案）

第27条受注者は､設計図書等について､技術的又は経

済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は

発案したどきは、発注者に対して、当該発見又は発案

に基づき設計図番等の変更を提案することができる。

2発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場

合において、必要があると認めるときは､設計図書等

の変更を受注者に通知するものとする。 ｝

3発注者は、前項の規定により設計図審等が変更され

・た場合において､必要があると認められるときは､履

行期間又は業務委託料を変更しなければならない。

（受注者の請求による履行期間の延長）

第28条受注者は､､その責めに帰すことができない事
由により履行期間内に業務を完了することができない

ときは、その理由を明示した書面により発注者に履行
期間の延長蛮更を請求することができる。

2発注者は、前項の規定によ・る請求があった場合にお

いて、必要があると認められるときは､履行期間を延

長しなければな難い｡発注者腿その履行期間の延
長が発注者の責めに帰すべき窮由による場合において

は､業務委托料について必要と認められる変更を行い､〈
又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な受用を負担

しなければならない。

（発注者の爾求による履行期間の短縮等） ．

第29条発注者は、特別の理由によ~り履行期間を短縮

する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者

に請求することができる。 ・ ・ ・

2発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行

期間を延長すべき場合において、特別の理由があると・

きは、延長する履行期間について、受注者に通常必要

とされる履行期間に満たない履行期間への変更を講求

することができる。

3発注者は、前2項の場合において、必要があると認

められるときは､業務委託料を変更し､又は受注者に
損害を及ぼしたときは必要な養用を負担しなければな

らない。

（履行期間の変更方法)

第30条履行期間の変更については、発注者と受注者

とが協議して定める。ただし､協議開始の日から14日

．以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注

者に通知する。

.2前項の協識開始の日については、発注者が受注者の

意見を聴いて定めも受注者に通知するものとする｡,た

だしく発注者が履行期間の変更事由が生じた日 （第28

．条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求

を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期
間の変更の請求を受けた日とする｡)から7日以内に協

議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開

始の日を定め、発注者に通知することができる。 。 、

（業務委託料の変更方法等）

一

b

－6－
巳 ■

、卸凸



①

等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生

じたものについては､発注者がその賠償額を負担する。

ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適

当であること等発注者の責めに帰すべき事由があるこ

とを知りながらこれを通知しなかったときは、この限

りでない。

3業務を行うにつき通常避けることができない騒音､振

動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損

害（設計図書に定めるところにより付された保険によ

りてん補された部分を除く｡）について、当骸第三者に

損害の賠償を行わなければならないときは、発注者が

その賠償額を負担しなければならない。ただし、業務

を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠っ

たこ･とにより生じたものについては、受注者が負担す

る。

4前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間

に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は

協力してその処理解決に当たるものとする。 ．

（不可抗力による損害） ．

第34条の2業務を完了する前に、天災等（設計図盛で

、基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるもの

に限る｡）で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰す

ることができないもの（以下この条において「不可抗

力」という｡）により、仮股物又は作業現場に搬入済み．

の器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の

発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければなら

ない。

2発注者は､前項の規定による通知を受けたときは、直

ちに調査を行い、同項の損害（受注者が善良な管理者

の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に

定めるところにより付された保険によりてん補された

部分を除く。以下この条において「損害」という‘） .の

状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければな

らない。

3欝灘蜜鶏鰹鱒噸灘，
とができる。

4発注者は､前項の規定により受注者から損害による費

用の負担の請求があったときは､当該損害の額（仮設

､ 物又は作業現場に搬入済みの器具であって立会いその

他受注者の業務に関する記録等により確認することが

できるものに係る額に限る｡).及び当該損害の取片付け

に要する費用の額の合計額（第6項において「損害合

計額」という｡）のうち、業務委託料の100分の1を超

える額を負担しなければならない。

5損害の額は､損害を受けた仮設物又は器具で通常妥当

と'認められるものについて､当該業務で償却すること

第31条業務委託料の変更については、発注者と受注

者とが協織して定める。ただし、協蟻開始の日から14‘

日以内に協酸が整わない場合には、発注者が定め、受

注者に通知ずる。

2前項の協雛開始の日については､発注者が受注箸の
．意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。た

だし･、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から

7日以内に協雛開始の日を通知しない場合には、受注

者は、協醗開始の日.を定め、発注者に通知することが

できる。

3 こめ契約密の規定により、受注者が増加費用を必要

とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する

必要な費用の額につい‘ては、発注者と受注者とが協繊

して定める｡

（臨機の措置）

第32条受注者は､業務を行うに当たって、災害防止等

のため必要があると認めるときは、臨機の措樋をとら

なければならないもこの場合において、 ､必要があると

認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見

を聴かなげればならない。ただし、緊急やむを得ない

事情があるときは、この限りでない。

2前項の場合においては、受注者は、そのとった措遼

の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。 、

3発注者は､･災害防止その他の業務を行う上で特に必

要があると鍔めるときは、受注者に対して臨機の措置

をとることを諭求することができる。 、

4受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措溌を

とった場合において、当該措世に要した費用のうち、

受注者が業務委託料の範囲において負担することが適

当でないと認められる部分については、発注者がこれ

を負担する。

（一般的損害）

；第33条業務の完了前に、業務を行うにつ.き生じた損
害(次条第1項､第2項若しくは第3項又は第34条の

2第1項に規定する損害を除く｡)については､受注者

がその賢用を負担するfただし、その損害(設計図書
に定めるところにより付された保険によりてん補され

た部分を除く｡)の．うち発注者の責めに帰すべき事由に

より生じたものについては、発注者が負担する。

（第三者に及ぼした損害） ・

第34条業務を行うにつき第三者に及ぼした損害（第

3項に規定する損害を除く｡）について、当該第三者に

：対して損害の賠償を行わなければならないときは、受

注者がその賠償額を負担する。 －

2前項の規定にかかわらず､同項の規定する賠償額(設

計図書に定めるところにより付された保険によりてん

補された部分を除く｡）のうち、発注者の指示、貸与品
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としている償却費の額から損害を受けた時点における

業務に相応する償却費の額を差し引いた額とする。た

だし、修繕によりその機能を回復することができ、か

つ､ ､修繕費の額が上記の額より少額であるものについ

ては、その修繕費の額とする。

6数次にわたる不可抗力により損害合計額が累菰した
〆

.・ 場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額

の負担については､第4項中「当該損害の額jとある

のは｢損害の額の累計」と、 「当該損害の敢片付けに要

する費用の額jとあるのは「損害の取片付けに要する

御． 費用の額の累計」と、 「業務委託料の’00分の’を超え
る額」 とあるのは「業務委能料の100分の1を超える

額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を

適用する。

（業務委託料の変更に代える設計図笹の変更）

第35条発注者は､第17条､第･23条から第29条まで、

第32条又は第33条の規定により業務委能料を増額す

べき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の

理由があるときは、業務委詑料の増額又は負担額の全

・部又は一部に代えて股計図書を凌更することができる。
この場合において、設計図書の炎更内容ば、発注者と

、受注者とが協駿して定めろ。ただし、協織開始の臼か
ら14日以内に協織が整わない場合には、発注者が定・

め、受注者に通知する。

2．前項の協織開始の日については､､発注者が受注者の

意見を聴いて定め､受注者に通知しなければならない｡．

ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由

又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に

協議開始の日を通知しない場合には、受注者はく協蟻

・開始の日を定め､発注者に通知することができるb･

（検査及び引渡し）

第36条受注者は､業務を完了したときは､その旨を発

注者に通知しなければならない。

2発注者又は発注者が検査を行う者とじて定めた職員
（以下｢検査職員」という｡）は､前項の規定による通

知を受けたと．きは、通知を受けた日から1Q日以内に

受注者の立会いの上､設計図書に定めるところにより、

業務の完了を確潔するための検査を完了し、当該検査

の結果を受注者に通知しなければならない｡

3受注者はも前項の検査に立ち会わなかったときは、

検査の結果について異織藍申し立てることができない。
4発注者は、第2項の検査によって業務の完了を確認

した後、受注者が業務報告書の引渡しを申し出たとき

は、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければな

らない。

5発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、

当該業務報告密の引渡しを業務委託料の支払いの完了

．と同時に行うことを請求することができる。この場合

において、受注者は、当該論求に直ちに応･じなければ

ならない。

6受注者は､業務が第2項の検査に合格しないときは、

直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。

この場合において、履行の完了を業務の完了とみなし

て前5項の規定を準用する。

（減価採用）

第37条前条第.6項の規定にかかわらず、検査の結果、

当咳履行内容に僅少の不備がある場合で発注者がその

使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の

条件から履行が困難と認めたときはく相当の価格を減

価の上、これを採用することができる。減価の額は発

注者が定める。

（業務委能料の支払い）

第38条受注者は､.､第36条第2項の検査に合格したと

きは、業務委廃料の支払いを舗求することができる。

2発注者は、前項の規定による錆求があったときは、

謂求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わ
なければならない。

､3発注者が、その責めに帰ずぺき事由により第36条

第2項の期間内に検査を完了しなMときは、その期限

を経過したHから検査を完了した日までの期間の日数

は、前項の期間（以下. ｢約定期間」という｡）の日数か

・ ら差し引くものとする。 ､この場合において、その遅延

日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、

遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了し
たものとみなす。

（部分払）

第39条受注者ぱ､業務の完了前に､既に薬務を完了し
た部分（第36条第2項の規定により検査職員の検査

に合格したもの。以下「既履行部分」という｡)に相応

する業務委能料相当額について､､吹項から第7項まで

に定めるところにより部分払を鯖求することができる。

ただし､二の謂求は､月1回を越えることができない。

2受注者は、部分払を講求しようとするときは､あら

かじめ、当骸舗求に係る既履行部分の確認を書面によ

' り発注者に舗求しなければならない。

3発注者は、前項の場合において、当咳舗求を受けた

日から'0日以内に､受注者の立会いの上､設計図書に

定めるところにより、前項の碓麗をまるための検査を

行い、当骸確認の結果を受注者に通知しなければなら．

ない。

4前項の場合において、検査に直接要する費用は、受

注者の負担とする。

5 受注者は､第3項の規定による確認があったときは、

部分払を硝求することができる｡この場合においては、

』
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は、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に硝求す

ることができる。

2前項の延滞違約金の額は、業務委託料(第37条の規

定に基づき減価したときはその減価後の金額）から第

39条に規定する部分払に係る業務委託料を控除した

額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約

の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256．

．号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する

率を乗じて計算した額とする。

3発注者の責めに帰すべき事由により、第38条第2

項又は第39条第5項の規定による業務委能料の支払

いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額に

つき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支
払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づ

き財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利

息の支払いを発注者に舗求することができる。

（不当な取引制限等に係る損害賠償の予約）

第42条の2受注者は、次の各号のいずれかに骸当す

るときは、発注者に対し、損害賠償金として、この契

約の業務委託料の100分の20に相当する額を、発注

者の指定する期間内に納付しなければならない。この

契約が履行された場合において吹の各号のいずれかに

骸当するときも、同様とする。

（1） 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第

54号。以下「独占禁止法」という｡）第3条又は第8

条第1号の規定に違反するとして、排除措遡命令等

．(独占禁止法第49条に規定する排除措憧命令又は

独占禁]上法第62条第1項に規定する納付命令（同

． 法第7条の2第4項又は第20条の2から第20条の

6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」

という｡）をいう。以下同じ｡）を受け、これらが砿．

定，したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条

埼2項に基づき取り消されたときを含む｡以下同
、 じ｡)。

（2） この契約について､確定した排除措置命令等(塾

注者以外の者に対する.ものに限る｡）において､独占

禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行

為があったとされたとき。

（3）確定した排除措憧命令等において､受注者に独占

禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行

為があったとされた期間及び当該行為の対象となっ

た取引分野が示された場合（この契約が、示された

場合を除く｡）に、この契約が、当該期間における入

札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当咳

取引分野に該当するとき。

（4） 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が､この

発注者は、当咳諸求を受けた日から30日以内に部分

払金を支払わなければならない。 、

6部分払金の額は、次の式により算定する。この場合

において、業務委託料相当額は、発注者と受注者とが

協継して定める。ただし、発注者が前項の鯖求を受け

た日から10日以内に協雛が整わない場合には､､発注

者が定め、受注者に通知する。 ・

部分払金の額≦業務委詫料相当額×（9／10） （債務

が性質上不可分の委託契約）

部分払金の額≦業務委託料相当額（憤務が性質上可

分の委能契約）

7第5項の規定により部分払金の支払があった後、再

度部分払の舗求をする場合においては、第I項及び第

6項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料

･相当額からずでに部分払の対象となった業務委託料相

当額を控除した額」とするものとする。

（部分払金の不払に対する業務中1上）

第40条受注者は、発注者が第38条又は第39条の規

定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその

支払いを硝求したにもかかわらず支払いを.しないとき

は､業務の全部又は一部を一時中止すること･ができる。

この場合においては、受注者は、その理由を明示した

書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければ

ならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中

lこした場合において、必要があると縄められるときは

履行期間若しくは業務委托料を変更し、又は受注者が

増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼし

たときは必要な費用を負担しなければならない。

（債務不履行に対する受注者の責任）

第41条受注者は､業務について、この契約に定められ

たとおり履行できないことが明・らかになったときは、 、

遅滞なく発注者に報告しなければならない。
、

2前項の報告を受けた場合、又は受注者がこの契約に

違反したことが明らかになった場谷､その効果がこの
契約に定められているもののほか、発注者は、受注者

に対して相当の期間を定めてその履行を謂求し、若し

くは履行とともに損害の賠償を舗求し､ .又はその履行

に代えて損害の賠償を請求することができる。 、

3． 前項において、受注者がこの契約に違反したことが

明ら‘かになった場合に受注者が負うべき責任は､第36

条第2項又は第39条第3項の規定による検査に合格

したことをもって免れるものでは戦い。

（履行遅延の場合における損害金等）

第42条受注者の責めに帰すべき事由により履行期間

内に業務を完了することができない場合において､発

注者が履行期間後に完了する見込があると認めたとき
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3号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接

関係者」という｡）でないことをそれぞれが表明した誓

約書を、発注者に提出しなければならない。 ．ただし、

発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
（暴力団排除に伴う契約の解除）

第43条の3発注者は、暴力団排除条例第8条第]項

第6号に基づき、受注者（受注者が共同企業体である

ときは、その構成員のいずれかの者。以下この条にお

いて同じ｡)が曇力団員又は暴力団密接関係者に骸当す

ると罷められた場合には、この契約を解除する。

2発注者は、驫力団排除条例第8条第1項第7号に基

づき、下舗負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に

該当すると罷められた場合には、受注者に対して、当

骸下諭負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下

舗負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、

この契約を解除する℃

3前2項の規定により契約が解除された場合において

は､受注者は､業務委託料の100分の20に相当する額

を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけ

れぱならない。

（契約が解除された場合等の違約金) ・

第43条の4次の各号のいずれかに該当する場合にお

いては、受注者は、一般競争入札においては業務委託

料のlO.分の1，指名競争入札、随意契約においては

100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定

する期間内に支払わなければならない。

(1)・第43条の規定によりこの契約が解除された場合

（2） 受注者がその債務の履行を拒否し､又は受注者の
！

。責めに帰すべき事由によって受注者の債務について

履行不能となった場合
．． 〃

2次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、

前項第2号に該当する場合とみなす6 ．

（1） 受注者について破産手続開始の決定があ･つた場

合において、破産法(平成16年法律第75号）の規
定により選任された破産管財人

（2） 受注者について更生手続開始の決定があった場

合において､会社更生法(平成14年法律第154号）
の規定により選任された管財人

．(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場

合において､民事再生法（平成11年法律第225号）

の規定により選任された再生債務者等

3前条第3項及び第1項の場合において、第13条の

規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の
提供が行われてい･ると.きは、発注者は、当該契約保証

金又は担保をもって違約金に充当することができる。

（業務完了前の発注者の任意解除樵） ヘ
ﾞ ●

契約について､､刑法（明治40年法律第45号）第96

． 条の6又は独占禁止法第.89条第1項若しくは第95

条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判

決を受け、当該判決が確定したとき。

2前項の場合において、受注者がこの契約について行

うた独占禁止法第3条若しくは第8条第]号の規定に

違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しく

は使用人がこの契約について行った刑法第.96条の6

に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項

の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があ．

”蕊麗繍芽､豐咳残余の額についてさらに鋼
3第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する

i場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に

係る支払済みの代金の業務委託料に対する割合に相当

する部分について、当該代金の支払いの日から年5パ

ーセントの割合による利息を付さなければならない。 ．

（発注者の解除権）

第43条発注者は、受注者が吹の各号のいずれかに該

・ 当するときはも‘この契約を解除することができる。

（1） 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行

、‘ しないとき。

. ． （2） 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内

に業務を完了しないとき、又は完了する見込みが明

らかにないと閉められるとき。

（3） この契約の締結.又は履行について不正な行為が

あったとき。

（4） この契約の履行にあたり発注者の指示に従わな
いとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。

(5) 発注者に魚大な損害又ほ危害を及ぼしたとき。

（6） 監督官庁から営業許可の取り消し､停止等の処分

を受けたとき。

． （7） コンブライアンス条例の規定に基づく鯛査に正

当な理由なく協力しないとき又は同条例の規定に基‘

， ・づく勧告に正当な理由なく従わないとき。

（8） 前各号のほかこの契約に違反し､その違反により

． この契約の目的を達することができないと認められ

． るとき。 、

2 発注者は、受注者が第45条第1項の規定によらな

いでこの契約の解除を申し出たときは、この契約を解

除することができる。

（誓約審の提出）

第43条の2受注者及び大阪市暴力団排除条例（平成

23年大阪市条例第10号｡以下｢暴力団排除条例」と

いう｡）第7条に規定ずる下請負人等(以下｢下謂負人

等」という｡）は､暴力団排除条例第2条第.2号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という｡）又は同条第

〈
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受注者が負担する。

4第2項の場合において､受注者が正当な理由なく、相

当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修

復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受

注者に代わって当骸物件の処分又は作業現場の修復若

しくは取片付けを行うことができる。この場合におい

ては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片

．付けについて異織を申し出ることができず､.また、発

・注者が支出した撤去費用等を負担しなければならない。

5第1項前段に規定する受注者のとるべき措瞳の期限、

方法等については、この契約の解除が第43条､ ､第43

．条の3又は第43条の4の規定によるときは発注者が

定め、第44条又は第45条の規定によるときは受注者

が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段

及び第2項に規定ずる受注者のとるべき措腫の期限、

方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定

めるものとする。

（保険）

第48条受注者は、設計図密に基づき火災保険その他

の保険を付したとき又は任意に保険を付しているとき

は、当骸保険に係る疵券又はこれに代わる．ものを直ち

に発注者に提示しなければならない．

（賠償金等の徴収）

第49条受注者がこの契約に基づく賠償金､損害金又

は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないとき

は、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する

期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年5

パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注

者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があ

るときは追徴する。

2前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から

遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の

延滞金を徴収す．る。

（紛争の解決）

第50条この契約書の各条項において発注者と受注者

とが協識して定めるものにつき協識が整わなかったとゾ

きに発注者が定めたものに受注者が不服が噸場合そ
の他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じ

た場合には、発注者と受注者は、協議の.うえ鯛停人を・

遇任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解

決を図る。この場合において､､紛争の処理に要する費

用についてば発注者と受注者とが協織して特別の定

めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが

負担する｡

2前項の規定にかかわらず、業務責任者の業務の実施

に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を

委任され、又は請け負った者の業務の実施に関ずる紛

第44条発注者は、業務が完了するまでの間は、第43

． 条及び第43条の3第1項、第2項の規定によるほか、

必要があるときは､この契約を解除することができる。

2発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したこ

とにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を

賠償しなければならない｡ ．

． （受注者の解除権）

第45条受注者は、次の各号のいずれかに咳当-す?ると

きは、この契約を解除することができる｡

（1） 第25条の規定により設計図書等を変更したため

業務委能料が3分の2以上減少したとき。

（2） 第26条の規定による業務の中止期間が履行期間
の10分の5（履行期間の10分の5が6月を超える

ときは、 6月）を超えたとき。ただし、中止が業務

の一部のみの場合は、その一部を除し､た他の部分の

業務ｶﾐ完了した後3月を経過しても、なおその中止

が解除されないとき。

（3）発注者がこの契約に違反し､その違反によってこ

の製約の履行が不可能となったとき。

2受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場

合において、損害があるときは、その損害の賠償を発

注者に瀦求することができる。

（解除の効果)．

第46条この契約ｶﾐ解除された場合には、第1条第2

項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。た

．だし、第.39条に規定する部分払に係る部分について

は、この限りでない。

（解除に伴う措樋） ． ．

第47条受注者は、この契約が解除された場合におい

・て、貸与.品等があるときは、当該貸与品等を発注者に

返還しなければならない。この場合において、当該貸

与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損し

たときは､代品を納め､若しくは原状に復して返還し、

又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

2受注者は､この契約が解除された場合において､器具、

仮設物その他の物件(第16条第2項の規定により、受

注者から業務の一部を委任され、又は諭け負った者が

所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条にお

いて同じ｡）があるときは､受注者は、当該物件を撤去

するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、発注

者に明け渡さなければならない。

3前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要す

． る費用（以下本項及び次項において「撤去費用等」と

‘ いう｡）は､次の各号に掲げる撤去費用等につき､それ
ぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負

担する。 ．

､ （1） 器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等は

‐

●
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争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、

第20条第2項の規定により受注者が決定を行づた後

． 若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行っ

た後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条

第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、

発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手
続を謂求することができない。

3第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、

必要があると罷めるときは、同項に規定する手続前又

は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛

争について民事解訟法（平成8年法律第109号）に基

づ.く瀞えの提起又は民癖調停法(昭和26.年法律第222
〆

号）に基づく調停の申立.てを行うことができる。

4発注者又は受注者は､.申し出により､この契約書の

各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協雛

に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協雛が円滑に整

うよう必要な助言又は意見を求めることができる。こ

、 の場合における必要な費用の負担については、同項後

段の規定を識み替えて準用する。 ．

（概算契約） 、

第51条この契約書の頭書に概算契約である旨の記戦

がなされている契約(以下この条において｢概算契約」

という｡）にあっては､設計図書記鞭の数量及び契約書

記栽の業務委託料は概算であり、本市の都合によ・り増

減することがある。この場合にあっては、業務委能料

の確定は、履行期間内の実履行数麓に契約書又は業務

委託料内訳密に記戦した単価を乗じた金額に消費税及

び地方消費税相当額を加算して行うものとする。 ・

2．概算契約においては、第42条中「業務委託料」は

． 「履行期間内の実履行数量に契約書又は業務委託料内

訳書に記戦した単価を乗じた金額に消費税及び地方消

費税相当額を加算した額jと続み替える。

（補則） ・

第52条この契約書に定めのない事項については、大

阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第]8号)及び大
阪市会計規則（昭和39年大阪市規則第14号）に従う

・ものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが

協駿して定め･るものとする。

ノ

〆ロ
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前金払に関する特約条項

（業務委託料の前金払）

第1条第38条及び第39条の規定に関わらず、発注者が業務の円滑な遂行を図るために必要があると認
めるときは、受注者は、前払いによる業務委託料の支払いを請求することができるものとする。この場

合においては、第38条第1項及び第2項中「業務委託料」とあるのは「業務委託料からすでに前払いの

対象となった業務委託料相当額を控除した額」 と読み替える。
2前項による前払いの支払回数、請求できる時期及び支払限度額は、次のとおりとする。ただし、発注

者は、予算の都合その他の必要ｶﾐあるときは、この支払限度額を変更することができる。

幻

3発注者は、前2項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求

にかかる業務委託料を支払わなければならない。
4受注者は､第1項の規定による前払いを受けたときは､､当該前払いの趣旨にしたがって適正に使用し、

この契約を誠実に履行しなければならない。 ・

5 発注者は、この契約が解除された場合においては、第46条本文の規定に関わらず、既に業務を完了し

た部分（第39条の規定による既履行部分に相応する業務を完了した部分を除く｡）を検査の上、当該検

査に合格した部分に相応する業務委託料相当額及び第39条の規定による既履行部分に相応する業務委

託料相当額を第3項の規定による支払い済みの前払いによる業務委託料（以下「前払金」という｡）の額
から控除するもこの場合において、前払金の額になお剰余があるときは、受注者は、解除が第43条又は

第43条の3の規定によるときにあっては、その剰余の額に前払金の支払いの日から返還の日までの日

数に応じ契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第･8条第1項の規定に基づき財務大
臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を､解除が第44条又は第45条の規定によるとき

にあっては､その剰余の額を発注者に返還しなければならない。~

●

ノ
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回数 請求できる時期 支払限度額

第1回 平成31年4月1日から 金14,500,860円

第2回 平成31年7月1日から 金7i387,000円

第3回 平成31年10月1日から 金16,290,000円

第4回 平成32年1月1日から 金7,386,500円



暴力団等の排除に関する特記仕様書

1 暴力団等の排除について

（1） 受注者（受注者が共同企業体であるときは､その構成員のいずれかの者。以下同じ｡）は、大阪市暴力団排除条
例（平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という｡）第2条第2号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」
という｡)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という｡）に該当ずると認め
られる者と下請契約、資材･原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。

（2） 受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という｡）に、暴力団員又は暴力団密接
関係者に該当すると認められる者と下請契約§資材･原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならないも

蕊ぁ憲宴患鰯臓繊懸簾鰯蕊驫巽諦繊辮者亭下請鋤､鮒･願
(3) 受注者は、 この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条
に規定する不当介入（以下『不当介入」という｡）を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若し
くは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長（以下｢監督職員等」という｡）へ報告するとともに､警察へ〆寸・

の届出を行わなければならない。また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に骸当すると罷め
られる者から不当介入を受けたときは、当咳下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察へ
の届出を行うよう、指導しなければならない。

． （4） 受注者及び下請負人等が､正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは､条例第
’2条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。

（5） ，受注者は第3号に定める報告及び届出によ．り、本市が行う謝査並びに警察が行う捜査に協力しなけれぼならな
侯

い。 ． ‘

（6） 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の
適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協継の上､ ･履行日程の鯛整、履行期間の延長、履行内容の変
更その他必要と認められる措置を識じることとする。

2誓約書の提出について

受注者及び．下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなけ
、 ればならない。ただし、発注者が必要でないと判断し．た場合はこの限りでない。

、

｝

、

特記仕様書

（条例の遵守) .【5条関係】 、

第，条受注者および受注者の役職員は､本業務の履行に鋒しては､ ｢職員等の公正な職務の執行の確保に関する条
例｣ (平成’8年大阪市条例第'6号) (以下｢条例｣という｡)第5条に規定する責務を果たさなければならない。
（公益通報等の報告） 【6条2項.・12条.2項関係】

第2条受注者は、当該業務について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報
・の内容を発注者（福祉局総務部総務課）へ報告しなければならない。 1 ．

2受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る鯛査に協力した者から、条例第12条第1
項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者（福祉局総務部総務課）へ報告しなければな
らない。

（調査の協力） 【7条2項関係】 、

第3条受注者及び受注者の役職員ば､発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなけ、
．れぱならない。

（公益通報に係る情報の取扱い)･ 【17条4項関係】 ・

第4条受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り．
得た秘密を漏らしてはならない。 0． ｡

（発注者の解除権） 【21.条関係】 ′ 、

第5条発注者は、受注者が、条例の規定に基づく鯛査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧
告に正当な理由なく従わないときは、本契約（協定）を解除することができる。 （指定管理者の指定を取り消すこと
ができる｡）

！

●

その・他特・記仕様書

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受け
た．とき･は、その内容を記録し、直ちに発注者の福祉局総務部総務課（連絡先: .06-6208-7911)に報告
しなければならない。 ．

－14－
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車両使用に係る特記仕様書

本契約に基づき輸送を行う際に使用する自動車は車種規制非適合車以外の自動車でな

ければならない。

「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地

域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物

排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車をいう。

＃

一

Ｉ

車両使用に関する問合せ

大阪市環境局環境管理部環境管理課
自動車排ガス対策グループ

電話:06-6615－7965

0

『

＄ソ

Lp

I

-15-



』

・ 仕様書

地域包括支援セ.ゾター運営関連事業(包括的支援事業等)に係る仕様書を次のように定める。

1．事業詳細

・包括的支援事業
ウ

…別添のどおり

2.･履行期間 ‘

平成31年4月1日～平成35年3月31日

3j契約金額及び内訳

別表のとおり

・事業詳細の包括的支援事業にかかる部分は総価契約とする｡． ,

4．再委託等の禁止条項

（1）地域包括支援センター運営関連事業(包括的支援事業等)契約書第16条第1項に規定

する「主たる部分」とは次の各号に掲げるものをいい､受注者はこれを再委託すること
はできない。

”(ア）委託業務における総合的企画､業務遂行管理､′業務の手法の決定及び技術的判断等

〆8

、

(2） 受注者は､コピー、ワープロ、印刷、製本、 トレース、資料整理な､どの簡易な業
■

務の再委託にあたっては､発注者の承諾を必要としない。 ．

0

(3） 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面に

より発注者の承諾を得なければならない。

なお、元請の契約金額が1,000万円を超え契約の一部を再委託しているものについて

は、再委託相手先、再委託内容､再委託金額を公表する。 ‘

(4) 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、契約の性質又は目的が

競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては､発注

者は、前項に規定する承諾の申請があったときは､原則として業務委託料の3分の1以内

で申請がなされた場合に限り､承諾を行うものとする｡ただしく業務の性質上､これを
超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポー

ザル方式で受注者を選定したときは、この限りではない｡
、

（5） 受注者は、業務を再委託に付する場合､書面により再委託の相手方との契約関係

を明確にしておくとともに､.再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実
施しなければならない｡．

なお､再委託の相手方は､大阪市競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中
の者､又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者
であってはならない。 ．

〆



(別添）

包括的支援事業

包括的支援事業にかかる仕様を次のように定める。

1． ′事業概要

介護保険法115条の45第2項第1号～第3号

． , 介護保険法1.15条の48

2．事業目的

地域で暮らす高齢者が､住み慣れた地域で尊厳ある生活をし続けられるよう、必要に応じて
介護‘福祉.保健.医療などの適切なサービスが包括的かつ継続的に提供される体制づくりが
求められている。こうした地域包括ケアを支える中核機関としての役割を担う。

対象者

‘ 原則として第1号被保険者およびその家族を対象とする。

担当圏域

別紙のとおり

履行場所

担当する圏域内に事務所を設腓地域包括支援ゼﾝﾀｰを設置する。

(援臺象繍駕睾鑿鱒髪壹軍し包括的支援事業のうち高齢者の総合柵支）
実施体制

(1)従事者

ア三職種（保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士及びそれらに準じるもの）

． （ア)基準配置職員

事業を行うために、大阪市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条

例に基づき､必要職員を専従配置すること。ただし､包括的支援事業と一体的に行われる必

要があるものとして本市から委託を受けた事業(本市が必要と認めるものに限るd)に従事す

ることを妨げない。また､必要職員基準に0..5人分がある場合(35人や4;5人など）は、当該

職員について､介護保険法115条の45第2項第4号～第6号にかかる業務等との兼務を認める。

（ｲ)自立支援型ｹｱマネジメントを担当する職員
， 基準配置職員とは別に､ 8-(3)一イに定める「自立支援型ケアマネジメントのための会議ルゾ

′の担当者(0.5人分)を配置すること｡配置する職員の資格はヱ(ｱ)|こ定める基準配置職員と
同様とする。 。

(離職筐筒憩1州棚蘆するこ&配置す魯職印資格&け》）
イ地域ケア推進担当

上記アとは別に、8－(4)に定める「地域包括ケアシステム構築に向けた取組の推進」の担当

’ 者（0.5人分).を配置すること6

(2)開設時間

地域包括支援センターの開設時間は､月～金曜日午前9時～午後7時、土曜日午前9時～午後5

時（ただし、年末年始・祝日を除く)を基本とし、開設日、開設時間を卸pすることは可能と

3．

4．

5．

6．

L、
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↓

する。 日曜・年末年始・祝日その他あらかじめ届け出て大阪市が許可した休業日を認める。な

お､休日･夜間においても連絡が取れるよう緊急連絡体制を整え､蘂急連絡先を届け出ること｡

7．支出方法

前金払い

8．事業内容

事業の実施にあたっては介護保険法及び関係法令を順守するとともに、事業詳細については包括的

支援事業実施要領を参照すること

(1)多犠なネヅトワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的な相

談支援業務及び権利擁護業務

ア&地域におけるネットワーク構築業務

・地域の社会資源やニーズの把握

・地域において地区医師会、歯科医師会や住民組織等関係機関とのネットワークの構築

・地域住民への啓発活動

． ・高齢者虐待防止ネットワークの構築

イ．実態把握業務

ウ．総合相談業務

・成年後見制度の活用支援： ．

・日常生活自立支援事業の活用支援

・高齢者虐待の早期発見、防止にかかる支援 ．

・消費者被害防止のための市民周知

・インフォーマルサービスの発掘・開発

。.介護予防対象者把握

・その他の総合相談‘支援

(2)高齢者の状態の変化に対応した長期・継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的・継

続的ケアマネジメント支援業務 ． ．

・包括的・継続的ケアマネジメント支援体制の構築． ．

・居宅介護支援専門員連絡会の開催支援 ）．

・介護支援専門員に対する個別支援ざスキルアップのための研修会の実施 ・

・その他必要な事項

(3)地域ケア会議

ァ. ･地域ケア個別会議

・包括的継続的ケアマネジメントの支援体制の構築のため､個別ｹｰｽ検討の地域ケア会議の
実施

・地域ケア会議から見えてきた課題（地域課題)･のまとめ

イ．自立支援型ケアマネジメントのための会議 1

．高齢者の自己実現に資する自立支援型のケアマネジメントを行えるよう介護支援専門員を支

援する会議を実施する。区内の他包括と連携し､区で月1回の「自立支援型ｹｱマネジメン

ト検討会議」を実施する。

(ア)検討会議には、区保健福祉センター職員及び検討ケース腰支援の高齢者)の担当介護

支援専門員、助言者としての医師リハビリテーション専門職を出席させること。

（イ)検討会議で検討するケースの主治医に、会議資料として、介護予防サービスに係る意見

を文書で求めること。 －

， （ウ)検討会議の結果、検討ケースにケアプランの変更を提案する場合は、担当介護支援専門

員と協力して説明を行うこと。

ハ
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（エ)検討会議の結果について、高齢福祉課の求めに応じて報告を行う‘こと。 、

・検討会議を受注者が主催しない月は、居宅介護支援事業所のスキルアップのための事例検討
等を行う 「自立支援型ケアマネジメント小会議｣.を実施する‘小会議には、圏域内等の担当

介護支援専門員、リハビリテーション専門職を出席させること。

・検討会議6回、小会議6回を実施することd

(#)地域包括ケアシステム構築に向けた取組の推進
； ・日常生活圏域ごとの地域包括ケアシステム構築に向けた取組の推進

． ・新たな関係機関との連携

・地域ケア会議から見えてきた課題を政策形成につなIfる

(5)その他

・生活支援型食事サービス事業利用（予定)者のうち、 .ケアプラン（予防プラン）未作成等の

場合、状況確認するとともに、必要な助言を行う。

，総合相談窓口と連携した地域ケア会議の開催促進

・業務を通じて介護サービス事業所において不正な事項を発見した場合の報告

・住宅改修等の指導・助言

・センターの広報及び活動状況の周知のため、イ･ンターネット上に各地域包括支援センターご

′ とにサイトの作成；管理を行う
・認知症初期集中支援推進事業と連携・協力を行うこと

・在宅医療・介護連携推進事業と連携・協力を行うこと

・生活支援体制整備事業と連携・協力を行うこと

･見守り相談室と連携・協力を行うこと

経費負担区分

(1)包括的支援事業にかかる経費について

包括的支援事業にかかる業務委託料の積算内訳については捌表)のとおりである。
(2)介護予防支援業務および介護予防ケアマネジメントにかかる経費について

地域包括支援センターが担う介護予防支援業務にかかる経費については､明確に会計を区分す
ること。

別途契約により実施する第一号介護予防ケアマネジメントにかかる経費についても、明確に会

計を区分すること。

また、包括的支援業務と一体的に行われる指定介護予防支援業務および第一号介護予防ケアマ

ネジメント （初回のみケアマネジメントを除く).について上記6(1)ア（ア）に定める従事者が行

う場合にあっては1人あたり20件以下となるよう適切な運営を図ること。なお、30件を超える場
J混

合についてばその業務で得た報酬相当額を委託料(固有職員分の人件費)に振り替え、本市に戻

入すること。 ．

‐

。

9．

ぜ

10.提出書類

(1)事業計画書

前年度の自己評価等を踏まえ、別途定める事業計画を作成し､期限までに提出すること。

(2)事業報告 ・

別途定める実績報告書様式により毎月事業実績を作成し､期限までに提出すること。

(3)評価

別途定める評価のし.くみにもとづいて評価を行い、質の向上及び運営改善に努めること。

(4)その他

1
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本市及び大阪市地域包括支援センター運営協議会､各区地域包括支援センター運営協議会の求

めに応じて資料を提出し､運営について報告すること。

〆

ク

その他注意事項

(1)公正・中立性の確保

地域包括支援センターは、介護サービス事業所､'居宅介護支援事業所を紹介した経緯を記録す

るとともに《事業を実施するにあたって、高齢者に提供されるサービスが特定の種類又は特定の

サービス事業者に理由なく偏ることがないよう､公正･中立性を確保しなければならない｡また

その運営については大阪市地域包括支援センター運営協議会の識を経て決定された事項につい

て、遵守しなければならない。

(2)チームアプローチによる運営

いずれの業務についても､主たる担当職種のみで行うのではなく､相互に連携･協働しながら、

． .チームとして実施できるよう、情報の共有や業務の実施体制に特に配慮するものとする。

(3)地域包括支援センターと総合相談窓口との連携

総合相談窓口との日常的な事例の連携や実施報告の提出などにより、地域住民の総合相談の実
態を包括的に把握する。 ．

(4)地域における様々な資源の活用

地域包括支援センターの運営に当たっては､保健･福祉･医療の専門ﾘ髄やボﾗﾝﾃｨｱなど様々
な関係者がそれぞれの能力を生かしながら相互に連携することにより、介護サービス、医療サー

ビス､ボランティア活動､近隣住民同士の助け合いまで､地域の様々な社会資源を活用した継続

的かつ包括的なｹｱが行われるよう､総合的毎ｹｱﾏﾈジﾒﾝﾄを行う。
また、地域包括支援センターが中心となり、こうした地域の様々な関係者と連携を図る場を設
けるほか、市内の他の地域包括支援センターとのネットワーク形成に努める。

社会資源や各種サービスの活用にあたっては､在宅医療･介護連携支援．号-ディネーターや生

活支援コーディネーター､､認知症強化型地域包括支援センターとの連携にも留意する。

(5)個人情報保護について

本委託業務は､個人情報を取り扱っているため、市民の個人情報保護の重要性に鑑み､大阪市

個人情報保護条例の趣旨を踏まえ、各条項の規定を遵守し、また、受託者の従事者にも各条項の

規定を遵守させ､次に掲げる個人情報保護の措置を講ずること｡

・地域包括支援センターにおける各事業の実施にあたり、各業務の担当者が互いに情報を共有
化し､その活用を図ることが重要であることに鑑み、予め本人から個人情報を目的の範囲内
で利用する旨の了解を得ておくごど。

・業務目的以外で、本委託業務に係る個人情報について第三者への提供を禁止すること。ただ
． し､法令又は条例に定めがあるときはこの限りでない6なお､その場合､第8条に定める発注
者の承諾は不要とする。

･業務目的以外で、本委託業務に関して取得し､又は作成した個人情報が記録されている文書

又は電磁的記録の複写及び複製を禁止すること。ただし、法令又は条例に定めがあるときは

この限りでない。なお､その場合､第10条に定める発注者の承諾は不要とする。

・本委託業務を受託し、又は受託していた業務に従事している者又は従事していた者は、その

・業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ､又は不当な目的の利用につ
いて禁止すること。

．必要に応じて、本市職員による立ち入り検査を受けること。 ‘

･個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は､個人情報保謹にかかる法人の規程に基づき
対応を行うとともに、速やかに福祉局高齢福祉課に報告を行い、その指示に従うこと。

(6)データ保護関係

11.
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次に掲げるデータ仮び入力原票)の保護措置について、大阪市個人情報保護条例を遵守のうえ、

次に掲げる内容についても遵守すること。

・データ(及び入力原票)の機密保護を徹底すること。

・データ(及び入力原票)の無断使用及び第三者への提供を禁止すること。 ・
・データ仮ぴ入力原票)の複写及び複製を禁止すること。

・本市から提供された資料等､貸与品等により、契約目的物の作成のために受託者が保有した

使用済みデｰﾀは､すべて廃棄処分し､その処理結果について書面で報告すること｡貸与し
た記録媒体(磁気テープ､紙等の媒体。 「以下記録媒体等」という。）については仕様書に定め

のない限り、本市職員へ返却すること。

・事故等により業務に支障が出た場合は、直ちに本市職員に連絡の上､その指示に従うこと。

．必要に応じて本市職員による立ち入り検査を受けること。

・その他データの適宜・適切な管理に努めること。

(7)業務引継ぎ

受託者は、業務委託契約満了にあたり､本業務の次期受託業者が決定した場合、必要な業務引

き継ぎを行い、円滑な業務移行に協力すること。 ．
(8)関係書類等保管期間 、

地域包括支援関係書類等については、 5年間保管すること。
本市が保管書類の提出を求めた場合、求めに応じること。

(9)研修

受託者は、従事者がさまざまな人権問題について正しい認識を持って業務を遂行するよう、適､

切な研修を実施すること。

(10)その他

， 職員は職員証を常に携帯し、求めに応じて提示すること。

？
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包括的支援事業等委託料内訳(東成区南部地域包括支援センター） （別表）

一

を
システム保守

＝

管理費

地域包括シス
テム改修費
(法改正等).

地域包括シス
テム改修費
(改元).：

地域包括シス
テム改修費
(改元

access2016)

地域包括シス
テム･総合事
業対応システ
ム改修費 ．

地域ケア推進担
当鰯末費用

非員

常勤嘱詑職
蚤費

包括システム
ﾗｲｾﾝｽ料

／君．．４

包端

目システム

ﾐ費用 ．

ブランチ運営費

地域ケア推進担当
物件費

腿知症施策推進担当
物件費

会織開催

医師謝礼

リハビリ謝礼

意見書

〆8

色

灘灘謹蕊鱸識 識識燕礁蕊溌鱸霞
&…吟”弊誼』

蕊溺 灘蕊灘鱸蕊灘灘灘瀧鶴
人件費※1

｡

固有職員

ロエヱ亜鈎エツノーマへ

ジメント相当．

体制強化増配置
ゆ

地域ケア推進担当

認知症施策推進担当

¥36,000,000

¥27,000,000

悪3,000,000

¥80000,000

¥3,"0,000

、

■■■■

￥36,000,000

■ ◆ ､●

薯27,000,000

¥3,000,000

･墓3,000,000

¥3,00000"

凸 ■旬 ①

●｡ ｡

ー

¥36,000,"0

¥27,000,000
℃ e

¥3,000,000

b b

¥3,000,000
■ 9

¥30000,"0･

●● ● U ◆

4■■■■

馨36,000,000
● ●

¥27,000,000

¥3,000,000

¥3,000,000

¥3，

C

■

mO0000

－

■

¥9,564,360

幕385,000

悪385,000

¥1,000,000

¥1,000,000

¥2,612,140

¥550,000

¥¥8,922,220

O■

薯385,000

、 墓385,000

. ¥11000,000

¥1,000,000 ,

¥1,970,000

¥500,000

悪8,922,220。

幕885,000
b

¥385,000

¥1,000,000 ･

¥1,000,000

･馨1,970,000

悪600,000 ･
■

悪8,922,220

¥385,000

‘ 悪385,000
、

馨1,000,000

¥1,000,000
■ . ●

幕1,9700000

¥500,000●

¥270,000

● 。

墓270,000 ¥270,000
■ ●

■

¥270,000

．
¥165‘皿

D C

● 9

c e

\86‘4m
◆ L p q

■ ■

\11,880
● 凸
岱

■
争
■

e b

ヰ 』

■

b●
●

－

●

■ ■

0◆

ー

L、

r ■

。■■=三 ●

■ ■ ■

ー _
ー

ー

、 悪1,200,000 ･¥1,200iOOO
U

､薯1,200,000 ¥1,200,000

¥328,860
- ●

●句 ■

. ¥5,100,000
酢 0 ¥5,100,000 馨5,100,000

■
¥5,100,000

墓54,300 ¥54,300
■ ■

. ．．￥54,300句 ¥540300

｡ ●

¥412,920 ￥412.920
｡

W120920 ¥412,920

¥24,000 .¥24,000 ￥24,000
｡ ■

¥24,000

¥99,"0 ¥99.000 ￥99,000.
‐ ■

¥99,000

¥124,800 ･ ￥124,800
● ﾛ

￥124,800 ¥124,800

¥75,000 ¥75,000 ¥75,000 ¥75,000



Ⅱ
e

L

合計 ¥180,331;020

ヘ

ノ

0

1

Dy

匂

‐‐

『

司

郵送料
(意見書） ．

¥200700 ¥2 0
6 ¥20,700 ．￥20,700

議）
¥8,286 ¥8,280 ¥8,280 ¥8,280

郵送料
(小会蟻）

¥4,140
0

¥4,140 ¥4,140 ￥4,140

事務費 ¥57,000 ¥57,000 ¥57,0”． ¥57,000
■

、
麺11

ロゥーーエさ丑一=

¥45,564ｩ360 ･¥44,922,220 ¥44j922j220 ¥44,922,220
●

・家族介護支援事業
■

p ●

｡

＝2

…幸二悪亭…霊…写型セツ･~幸両曝

●

､
● 卿5,564,360 ￥44,922,220

卑

墓44,922,220
■

暮製922,220
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東成区南蔀迩遍苞廓宅乖
可

q ■

｡

÷今函＝⑤令判 、

東成区南蔀迩遍苞廓宅乖

大今里南3大今里南3-11-2

6977~7031 .

-11-2
口

6977~7031 .

東成区南部地域包括支援センターが担当する地域0

玉津 2丁目 6番～8番 L－－皇--一
： 11番（9号の一部、 10～24号、25号の一部31号の－部）

． 13番～19番

20番･(4号の－敵5～15号） 、

21番（6垂22号、23号の一部）

3丁目 1番（9号の一部、 10～27号）

2番～14番

大今里西 1丁目 16番～18番

19番（13号の一部、 14～35号） ． 、

21番～30番
ノ

2丁目、 3丁目

東今里 3丁目 17番、 18番

19番． （9～19号)。

20番～22番

大今里 1丁目 11番～14番

22番～37番

2丁目～4丁目

大今里南 1丁目～6丁目

神路 ’ 2丁目 8番（23～42号） ： 、

’ 9番（16号の一部、 17～35号） 、 ・

3丁目、 4丁目

深江北 1丁目 16番

17番（11号の－部、 12～22号）

2丁目 15番（11号の一部、 12～24号）

17番．

3丁目 、23番、 24番

深江南 1丁目～3丁目
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業務委託変更契約書(第3回）

上記の変更契約の証として､'本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を原契約書ととも
に保有する｡．

Oソ

令和4年4月1日
》

I

市 ‘ ・

当者'大阪市福祉局長坂田洋一
大・ 阪

契約、担
発注者

大阪市東成区大今里南3丁目11番2号

壌社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協議

会長・清水弘

住所又は事務所所在地

商号又は名称

氏名又は代表者氏名

（

受注者

収入印紙貼付欄

｡ ■

〆

契約番号 ． 福祉契第3100808号

｡ ｡

当初契_約日

C ■

平成31年4月1日

名
0

称
Q

地域包括支援センター運営関連事業
C ■

､ (包括的支援事業等）
e ■

① 少

直近の業務委託料

からの.増減額
￥▲937,976

,

●

■ ■

● 4 ■

うち取引にかかる

消費税及び
地方消費税の額

■

■

非課税
p b

■

変更期間

■ ■ ひ

■ ①

今

■ ｡

a

変更内容

●別紙のとおり

○（

● ｡

● ｡

4

◆

｡ ● Q ， ）

変更契約におけ

る保証事項

○
○
○
●

契約保証金

金融機関の保証･

公共工事履行保証証券
免除

○
○
○
○

◆

円 有価証券等

保証事業会社の保証

履行保証保険 ．

不要
● 巳

そ、 の 他
” b

● ● ■

■

瓜 ． 。

｡ ■



前金払に関する特約条項

（業務委託料の前金払）

第1条業務委託契約書(長期継続契約用）第38条及び第39条の規定に関わらず､発注者が業務の円滑
遂行を図るために必要があると認めるときは、受注者は、前払いによる業務委託料の支払いを請求する
とができるものとする。この場合においては、第38条第1項及び第2項中「業務委託紬とあるのは「とができるものとする。この場合においては、弟38条第1項及び第2項中I業務委託料」とあるのは「業

務委託料からすでに前払いの対象となった業務委託料相当額を控除した額」と読み替える｡

2・前項による前払いの支払回数､請求できる時期及び支払限度額は､次のとおりとする｡,ただし§発注者

は、予算の都合その他の必要があるときは、この支払限度額を変更することができる。

(令和4年度）

I
〆9

3発注者は、前2項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求にか

かる業務委託料を支払わなければならない。

4受注者は、第1項の規定による前払いを受けたときは、当該前払いの趣旨にしたがって適正に使用し、
この契約を誠実に履行しなければならない。

5発注者は、この契約が解除された場合においては、第46条本文の規定に関わらず、既に業務を完了した

部分(第39条の規定による既履行部分に相応する業務を完了した部分を除く｡）を検査の上、当該検査に
合格した部分に相応する業務委託料相当額及び第39条の規定による既履行部分に相応する業務委託料相
当額を第3項の規定による支払い済みの前払いによる業務委託料（以下「前払金」という｡）の額から控除

するbこの場合において、前払金の額になお剰余があるときは、受注者は、解除が第43条又は第43条の

． ‘3の規定によるときにあっては､その剰余の額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約
日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を

乗じて計算した額の利息を付した額を､解除が第44条又は第45条の規定によるときにあっては､その剰

1

余の額を発注者に返還しなければならない。

」

◆

‘と
'離
学●

瀞

／
Ｉ

；

’
. Q6
句 今

● 可ナ
｡

テロッd侯
bb

L

支払回数 請求できる時期 支払限度額

第1回 令和4年4月1日から 金15,972,000円

第2回 令和4年7月1日から 金8,648,000円

第3回 令和4年10月3日から 金18,265,704円

第4回
■ ウ

令和5年1月4日から 金8,648, 191円



｡

巳

■

●

◆

p

■

〉

ウ

0㎡

0 ■

●

b

■

● 甲

q
●

G

d
陣●

0

契約番号 別紙1， （契約番号)のとおり
b G q

委． 託名称 地域包括支援センター運営関連事業(包括的支援事栗)

●

履行場所 本市指定場所 L
●

種 目 その他ザ

●

◆ ● 0

●●

契約相手方 別紙1 （法人名称)のとおり
③

●

履行期間
4 ●

■

美詞回 。

別紙1 （当初契約日)のとおり

(元)腫打姻向

別紙1 （履行期間)のとおり．

変異夜腫而期画

一 ■

0 ● 4

● ■

契約金

■ ■

額

． （元)契詞鍾頚●

別紙1
(癖軍前鍵霧委託料)のとおり

変更金額
C

b

別紙1
.(恋軍鶴業藩委託料)のとおり

塞引増･減額

別紙1(直近の業務委託料からの増
減類)のとおり

うち消饗税及び地万洞翼祝の頚
■ □

◆

非課税

うち消費説及び地方渭愛税の頚

非課税

うち消喪税及び地万洞箕祝の頚

非課税
＄

畢 も

■

C ◆

変更理 ・由

●

〈
■

■ わ ■
■

変更理由)
本市地域包括支援ｾﾝﾀｰ職員の必須研修である､一般財団法人長
亨社会開発センター(以下､｢当該法人｣という)が開催する包括職員研
蚤については､本市が当該法人へ研修業務を委託し実施していた｡しか
,､令和4年度より当該法人は､市町村と受託による研修対応を行わな
､こととなった｡それに伴い､本契約受注者が直接研修受講の手続きを
ﾃい研修を受講すること。
また､認知症強化型地域包括支援センターに配置している認知症地鰄
堕援推進員の業務に認知症の人の社会参加活動支援を実施するよう、
隠約金額の変更を行う。 ・
曽らに､国の『地域支援事業実施要綱｣等との整合性を図り､従事者の
覺格要件などをわかりやすいものとするため､仕様書の文言の変更を
' 二=ー

けつ。

(変更内容）

ゆ 0

別紙のとおり ，

。 ▲

● ｡

● ．

●

● ●

■ ■

■ ■ 今

0 ｡

■

担 当部署
Ｇ
■ 福祉局 高齢者施策部地域包括ケア推進課地域包括ケアグループ

｡ －

契約変更年月日．
■ P

令和4年4月1日
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． 【凡例】

文言等の削除…取消線

文言等の追加…下線

【別紙】

仕様書

地域包括支援ｾﾝﾀｰ業務運営関連事業(包括的支援事業)に係る仕様書を次のように定める．？

1一事業詳細

別添.1のとおり

2＝業務委託料

支払いは四半期ごとの前払い金とし､総価契約とする。
4

3＝履行期間

平成31年4月1日～令和5年3月3旧

4壼再委託等の禁止条項

（1）地域包括支援センター運営関連事業(包括的支援事業等)契約書第16条第1項に規定する
「主たる部分」とは次の各号に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできな

い茎浮委託業務における総合的企画､業務遂行管理､業務の手法の決定及び技術的判断等
(2)受注者は､ｺピｰ､パソコン､印刷､製本､ ﾄﾚｰｽ､資料整理などの簡易な業務の再委
託にあたっては､発注者の承諾を必要としない。
（3）受注者は、第1項及び第2･項に規定する業務以外の再委託にあたっては､書面により発
注者の承諾を得なければならない。
なお､元請の契約金額がi,000万円を超え契約の一部を再委託しているものについては､再
委託相手先､再委託内容､再委託金額を公表する。
（4）地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争入
札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、前項
に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の3分の1以内で申請がなされ
た場合に限り、承諾を行うものとする｡.ただし､業務の性質上､これを超えることがやむを
得ないと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定
したときは、この限りではない。

(5)受注者は､業務を再委託に付する場合､書面により再委託の相手方との契約関係を明確
にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなけれ
ばならない。

なお､再委託の相手方は､大阪市競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中の者、
文は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であっては

8㎡

ならない。
ざ

0

ー



【別紙】

(別添.1）

包括的支援事業

一芸事業概要

●

に応じて詮

句拘T金沁民泊イ

色生胆

舌的かつ継続I

具

中核機膜
〆『

鞠域零尊躍る生浩壱し綿吟子卜含君

2事業概要
介迩保険法115条の45第2項第喧

》
ぶ
一

、

〃

3零対象者

原則として二地域に居住す畳第1号被保険者およびその家族を対象とする。

4言担当圏域
｡

地域包括支援センターの担当圏域については別紙のとおり

5言履行場所

担当弓苓圏域内に事務所を設け､地域包括支援センターを設置する｡また､区において必要と認め
’ られた圏域内に総合相談窓口（ブランチ）を設置し、包括的支援事業のうち、高齢者の総合相談支援
業務及び権利擁護業務を実施する。

6言実施体制

．（1）従事者

：ア三職種（保健師、 腱びそ課らに…毛の社会裾
I

任介護支援専門員）
9

職穂の確保か垂一

める。
－

音支猫呆健帥I

服111は言冒

属祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上、又は介護支掻
泪談遙助に3 ‐し上征署笥齢者の保上畠専門員の業績経験か3 〃上‘

｛



【別紙】C＝

窒宣｣ニエ上里宣皇一
(ア）基準配置職員

事業を行うために、大阪市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条
例に基づき､必要職員を専従配置すること｡ただし､包括的支援事業と一体的に行われる必
要があるものとして本市から委託を受けた事業(本市が必要と認めるものに限る｡)に従事す
ることを妨げない｡また､必要職員基準に0.5人分がある場合(3.5人や4.5人など)は、
当該職員について、介護保険法115条の45第2項第4号～第6号にかかる業務等との兼務
を認める。

(イ）自立支援型ケアマネジメントを担当する職員
に定める「自立支援型ケ

分）を配置すること。配
基準配置職員とは別に、 ー。

アマネジメントのだめのﾑﾆ童宜量会議隻璽盟僅」の担当者(0.5人分）を配置すること・酎
置する職員の資格は(ア)に定める基準配置職員と同様とする．
(ウ）その他

上記(ア） (イ)とは別に、三職種（0.5人分）を配置することb配置する職員の資格は（ア）
に定める基準配置職員と同様とする。

イ地域ケア椎

上記アとは別

組の推進」の担

こ向けた取

（1人分）

を配置すること。

璽瞳員

、期 ・・二 一 1～③の仏

〔D＜医》
擢
挫
一
一

》
》
》
州

》
一
一
》

及ひ燈

71し.ﾐで才1カｺ0埋
泌艤驚需彗鶚鵜薑篝

&砂

一
一

》
》
》
、
鍔

亘態と立登昌一
》
》
》
．
。
》
“
》
《

一
一
一
一

薬剤師､圭岱

謹福ﾈII･士、



【別紙】
ご

迩鎚迷宣_蝿:認超症企謹塑蔓萱塗座mf僅僅工宣翌皇一
基準配置職員の貧,且宇 目に

(2)開設時間

地域包括支援センターの開設時間は、月～金曜日午前9時～午後7時、土曜日午前9時～午後5
時（ただし､年末年始･祝日を除く）を基本とし、開設日、開設時間を追加することは可罷とする。
日曜･年末年始･祝日の他あらかじめ届け出て大阪市が許可した休業日を認める。なお、休日・夜
間においても連絡が取れるよう緊急連絡体制を整え、緊急連絡先を届け出ること。

温

一事業内容

事業の実施にあたっては介護保険法及び関係法令を順守するとともに、事業詳細については包括的
支援事業実施要領を参照すること
（1）多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的な相
談支援業務及び権利擁護業務

7憲一

〆『

ア地域におけるネットワーク構築業務

・地域の社会資源やニーズの把握

・地域において地区医師会、歯科医師会や住民組織等関係機関とのネットワークの構築
・地域住民への啓発活動

グーの取組みへの浬提、脇舌支拶の開罰

・高齢者虐待防止ネットワークの構築
イ実態把握業務

ウ総合相談業務

一成年後見制度の活用実援

一-目常生播自峯実援事業の活用実援

f

轌響糊鋤士このため鯆民周鐸

－ヰラニ剣一J↓与坐異の発掘--開発

、－蠅判膳対象者把握

・その他の総合相談・支援 一

エ権利擁護業務

_二座生後星壷哩這里促進 守

＃

《

施設等 b；･老

一
一
一
一

魂ケア個別会＝

の支援体伶 簗の7 h 萸詞（、

議の実施

現課題）のまと画

介護予防対象者把掻

忍知， 支援

収紺0推退



【別紙】

可けた取組c刀地域J罪

新たな関係機との 隆

.（2）高齢者の状態の変化に対応した長期・継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的･･継

毒更菫ｱ墓瀦驫欝体罰の構築業務
一イ地域における介護支援専門員のネットワークの形成業務
一ウ日常的個別指導・相談業務

一エ支援困難事例等への指導･･助言

一オその他必要な事項

一(-3-)-地壌与二男会議

…穰体制の椴築の紗引勵

-壼鬘与子会議か＝臭え雫きた課題言馳域課題期まとめ

一地鱗ﾀﾆヱ会議から尾見尻え冒二こき釜課題を致第形劇昌二悪呼る
(各3）その他 “

・生活支援型食事サービス事業利用（予定）者のうち、ケアプラン（予防プラン）未作成等の
場合、状況確認するとともに、必要な助言を行う。
・総合相談窓口と連携した地域ケア会議の開催促進
・業務を通じて介護サービス事業所において不正な事項を発見した場合の報告
・住宅改修等の指導・助言

・センターの広報及び活動状況の周知のため、インターネット上に各地域包括支援センターご
とにサイトの作成・管理を行う

・認知症総合支援事業(認知症初期集中支援推進事業及びオレンジサポーター地域活動促進事
業)'と連携・協力を行うこと

・在宅医療・介護連携推進事業と連携・協力を行うこと
・生活支援体制整備事業と連携･協力を行うこと
・見守り相談室と連携・協力を行うこと

､〆

8－経費負担区分 ’‐
迅…援雲+吾か鶉

ﾘ途お示しご毛←

いる…確化

、地域包括支援センターが担う指定介護予防支援業務にかかる経費については、明確に会計を
区分すること。

1号介護予防ケアマネジメントにかかる経_2-別途契約により実施する家族蜜支援事業』

費についても、明確に会計を区分すること。

．また、包括的支援事業と一体的に行われる指定介護予防支援業務および第1号介護予防ケア
マネジメント（初回のみｹｱマネジメントを除く）について上記6(1)ア(ｱ)に定める従事
者が行う場合にあっては1人あたり20件以下となるよう適切な運営を図ること。ただし､利



【別紙】

用者のサービス利用に遅れが生じるおそれがあるなど、やむを得ず20件を超えて作成する必
要が生じた場合は認めることとするが､その場合は直ちに福祉局高齢者施策部地域包括ケア
推進課へ連絡すること。

9字提出書類 ．

（1）事業計画書

前年度の自己評価等を踏まえ、別途定める事業計画を作成し、期限までに提出すること。
（2）事業塞鐘報告

別途定める実績報告書様式により毎月事業実績を作成し、期限までに提出すること。
（3）評価

我

った評価に基づき、質の向上及別途定める_[評価の七÷み壬旦1重上に §芒争吾料曲…花

ぴ運営改善に努めること｡

（4）その他

本市及び大阪市地域包括支援センター運営協議会､各区地域包括支援センター運営協議会の求
めに応じて資料を提出し、運営について報告すること。

〆『

華＝…錘…雪

一

認知轌化型地域包括実援毛らﾑﾀｰにかかる毛鰐

10=その他注意事項

（1）公正･中立性の確保

地域包括支援センターは､介護ｻｰピｽ事業所､居宅介護支援事業所を紹介した経緯を記録す
るとともに、事業を実施するにあたって、高齢者に提供されるサービスが特定の種類又は特定の
サービス事業者に理由なく偏ることがないよう､公正･中立性を確保しなければならない｡また、
その運営については大阪市地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協議会の議を経て決定された事項につい
て､遵守したうえで､その円滑かつ適正な運営に努塗なければならない。
（2）チームアプローチによる運営

〃

専門三職種がそれぞれの専門

よう、情報の共有や業務の実
いずれの業務についても、

性を理解し、相互に連携・協働しながら、チームとして実施できるよう、情報の共有や業務の実
施体制に特に配慮するものとする。

（3）地域包括実援宅シ坐と総合相談窓口_ムユ量_之乏上との連携・
総合相談窓口(プﾗﾝﾁ)_との日常的な事例の連携や実施報告釜の提出遮謹などにより、地域
住民の総合相談の実態を包括的に把握する。

操題一 も字の連携の際には 目 の‐栃の･。 （r犯

佳走盟塞室援垂登ユー
（4）地域における様々な資源の活用

地域包括支援センターの運営に当たっては､保健･福祉･医療の専門職やボランティアなど様々

な関係者=蛭麺金一歯型匡甑会1-麹錘全壷進塁遡織釜Lがそれぞれの能力を生かしながら相互
に連携することにより、介護サービス、医療サービス、ボランティア活動、近隣住民同士の助け
合い雲馳≧､地域の様々な社会資源を活用した継続的かつ包括的なｹｱが行われるよう､総合
的なケアマネジメントを行う。

また、地域包括支援センターが中心となり、こFう畠したこのような地域の様々な関係者と連携を
図る場を設けるほか､市内の他の地域包括支援ｾﾝﾀｰとのネットワーク形成に努める。

匿療･介護連携推進事業｣、 l生活支援体冊社会資源や各種サービスの活用にあたっては、
宅医療・介整

一

～一

、 學蘂．
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【別紙】■

護連携支援コーディネーターや生活支援コーディネーター、認知症強化型地域包括支援センター』
堀組みに努顔との連携

｡

|個人情報保護につい

本委託業務は、個人

報保護法及び大阪市値
守し‐また､･受託者｡

(5

螺ｨ鯉-胃一個人情報等の壊得と提供壱邇勢+吾續冬腫I琴聖f壁1コ

圭蕊び条鍵の各条項の規定巻遵等し－ま搭一受託者の従事者悟』も各条項の規定暑趨

､情報、篭
雫入り

整備し､従事者に周笂
固人一報保亨

舂 茎三匡濯 壼隙學繍鵲繍繍
用する旨の了解を得ておくこと。
､業務目的以外で､本委託業務に係る個人情報について第三者への提供を禁止すること｡ただし、
法令又は条例に定めがあるときはこの限りでない。なお､その場合､裂趨聲第8条に定める発注
者の承諾は不要とする｡

・業務目的以外で、本委託業務に関して取得し、又は作成した個人情報が記録されている文書又
は電磁的記録の複写及び複製を禁止すること｡ただし､法令又は条例に定めがあるときはこの
.限りでない。なお、その場合､契迩豊第10条に定める発注者の承諾は不要とする。
､本委託業務を受託し、又は受託していた業務に従事している者又は従事していた者は、その業
務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的の利用について
禁止すること。

．必要に応じて、本市職員による立ち入り検査を受けること。
、個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、個人情報保護にかかる法人の規程に基づき対
応を行うとともに、直ちに福祉局壷鎚萱腫鎚&地域包括ケア推進課に報告を行い、その指示に

， 従うこと。

（6）データ保護関係

， 次に掲げるデータ(及び入力原票)の保護措置について、大阪市個人情報保護条例を遵守のうえ、
次に掲げる内容についても遵守すること。
・データ(及び入力原票)の機密保護を徹底すること。
･データ(及び入力原票)の無断使用及び第三者への提供を禁止すること。

3㎡

6データ(及び入力原票)の複写及び複製を禁止すること。 ‐
､本市から提供された資料等､貸与品等により､契約目的物の作成のために受託者が保有した使
､用済みデータは､すべて廃棄処分し､その処理結果について書面で報告すること・貸与した記
昼婚徐I職=千一づ辨塞の腫佐_皿二匡記鐸媒体等』一部与剴については仕様書に定めのない録媒体(磁気テープ､紙等の媒体。甲

限り、本市職員へ返却すること。

、事故等により業務に支障が出た場合は、直ちに本市職員に連絡の上､その指示に従うこと。
．必要に応じて本市職員による立ち入り検査を受けること。
、その他データの適宜･適切な管理に努めること。

（7）業務引継ぎ

受託者は､業務委託契約満了にあたり、本業務の次期受託業者が決定した場合､必要な業務引
き継ぎを行い、円滑な業務移行に協力すること。

へ



【別紙】

（8）関係書類等保管期間

地域包括支援関係書類等については、 5年間保管すること。

本市が保管書類の提出を求めた場合、求めに応じること。

（9）研修

の他の研修等の機会を通じ、本市が指定する に

アップを図ること。

また、受託者は､従事者がさまざまな人権問題について正しい認識を持って業務を遂行するよ
う、適切な研修を実施すること｡

(10）その他 ．

・職員は職員証を常に携帯し､求めに応じて提示すること・

.受託者はも本委託業務を実施するにあたっては、対象者及び従事者の安心・安全を確保するた
感染症対策について、め、〆8

適宴対応の検討を行い取り組むこと。｝

が
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業務委託契約書(経常型）
勺

’’ 契約番号福祉契第0400609号
■

■

９

１

１

マ◆

一

介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジ
メント（第1号介護予防支援事業） （単価契約）
｡－

咄

称名

円

|"｜ ｜ ｜"'’’
4脈のと籍，

｜ ’ ’'11 1

'。
十値

別表のとおり
I

’

千

１
１

単、価契約金額

④
凸

うち取引にかか．る

消費税及び地方消費税の額

履 行 期 間
●令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
○契約後 日

I

履 行 場 所 本市指定場所

○契約保証金

○履行保証保険
円

●免除
保 証 事 項

、

、

■ 1

東成区南部地域包括支援センター分他そ の

’
一

上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項
及び裏面記載の各条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和4年4月1日

大 阪 市

一 契約担当者大阪市福祉局長坂田洋一

発注者

大阪市東成区大今里南3-11-2

社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協

会長清水弘 一

住所又は事務所所在地

商号又は名称

氏名又は代表者氏名

受注者
壷？

■

－1－



’
(別表）

4,870円／月 （438単位相当額）基本単価

初回加算

委託連携加算

(300単位相当額）

(300単位相当額）

Q

3,336円

3,336円

4
｜’

※基本単価及び上記表に記載する2つの加算は非課税

紙
向
山
日
和
口

〃W

⑬|咽
『

（

‘
fi

．

蕊
鍛

竜

配
宙
豊
患
讐
議
穐
紐
君
亀
よ
＃
』
、
葛
碧
究
』
；
晶
雪
ユ
ェ
な
魯
割
珂
削
螺
勤
但
熟
“

ｰ 一一

9
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年大阪市条例第16号。以下「コンブライアンス条例」

という｡）における委託先事業者に係る規定を守り、善

良な管理者の注意をもって業務を履行しなければなも

ない。

（指示等及び協議の替面主義）

第3条この契約書に定める憾告､指示､謂求､通知、
報告r・申砥=承篭質問、回答及び解除（以下「指示

等」という｡）は､書面により行わなければならない。
2前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情が

ある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する

指示等を口頭で行うことができる｡この場合において、
発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載

し､、 7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定

に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に

記録するものとする。

（業務工程表の提出）

第4条受注者は、この契約締結後14日以内に設計図

書に基づいて業務工程表を作成し､発注者に提出しな
ければならない。ただし、発注者が必要でないと認め

た場合はこの限りでない。

2発注者は《必要があると認めるときは、前項の業務

工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対して

その修正を請求することができる。

3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設

計図番が変更された場合において、発注者は、必要が

あると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再

提出を謂求することができる。この場合において、第

1項中「この契約締結後」とあるのは「当骸請求があ

った日から｣と読み替えて､前2項の規定を準用する。

4業務工程表は､発注者及び受注者を拘束するもので

はない。

（事故等の報告羨務）

第5条"-受注者は､-業務の遂行中に事故が発生したとき

は、その事故発生の帰責の如何にかかわらず､直負jこ
その旨を発注者に報告し櫛速やかに応急処置を加えた

後、遅滞なく書面により詳細な報告並びにその後の具

体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならな

い。

2前項の事故が、個人情報及び業務に係るすべてのデ

－タ（以下「個人情報等」という｡）の漏えい、滅失、

き損等の場合には､受注者は､業務を中止ずるととも

、に､速やかに前項に規定する措置を講じなければなら
‘ ない。なお、業務中止の期間は、発注者が指示するま

， でとする6

3第1項の事故により、以降の業務の円滑な進行を妨

（総則）

第1条発注者及び受注者は､この契約害(頭書を含む。

以下同じ｡)に基づき､設計図密(別冊の図面､仕様書、
現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに

現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ｡）に従

い、 日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及

び設計図書を内容とする業務の委託契約をv了う；､以下

；同じ｡）を履行しなければならない。 ’

2受注者は､契約書記載の業務(以下｢業務｣という｡）

を契約書記載の履行期間（以下「履行期間」という｡)

内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うもの

とする6

3発注者は､ ､その意図する業務を完了させるため、業

務に関する指示を受注者又は第19条に定める受注者

の業務責任者に対して行うことができる。この場合に

おいて、受注者又は受注者の業務責任者は当該指示に

従い業務を行わなければならない。

4受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定

めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者

との間で協艤がある場合を除き、業務を完了するため

に必要な一切の手段をその責任において定めるものと

する。

5…この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用

いる言語は、 日本語とする。

6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、
◆ ●

日本円とする。

7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用

いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を

除き、計量法(平成4年法律第51号）に定めるものと

する。

8 この契約書及び設計図書における期間の定めについ

ては、民法.(明治29年法律第89号）及び商法（明治

32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

9この契約は、 日本国の法令に準拠まる-もの.とする｡.

10 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立て

については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

（契約金額）

第1条の2 この契約において、業務委託料とは、単価

契約金額に予定数量を乗じた額のことをいう。

（法令上の責任等） ：

第2条受注者は､労働基準法(昭和22年法律第49号)、

職業安定法（昭和22年法律第141号)、 ､労働安全衛生

法（昭和47年法律第57号）その他関係法令. (社会保

、険･労働保険に関する法令を含む｡)の規定のほか､職

員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18

ざ
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r~~

又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項

の通知を請求することができる。 、

4受注者は、第2項により第三者に委任し、又は請け

負わせた場合、発注者に対し、その第三者の受任又は

請け負いに基づく行為全般について責任を負うものと

する。

(特許権等の使用) 、

第17条受注者は､･特許権、実用新案権、意匠権、商標

権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権

利(以下｢特許権等」という｡）の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責

任を負わなければならない。ただし､発注者がその履

行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等

の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存

在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使

用に関して要した費用を負担しなければならない。

（特許権の発明等）

第17条の2受注者は､業務の遂行にあたり、特許権等

の対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面

にて発注者に通知しなければならない。

2前項の場合において、当該特許権等の取得のための
手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、発

注者と受注者とが協議して定める。

（監督職員）

第18条．発注者は､監督職員を置いたときは､その氏名

を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更

したときも､同様とする。

2監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及

びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のう

ち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほ

か､設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限

を有する。

（1）発注者の意図する業務を完了させるための受注

者又は受注者の業務責任者に対する業務に関する指

示

（2） この契約書及び設計図書の記載内容に関す準
注者の確認の申出又ほ質問に対する承諾又は回答

． （3） この契約の履行に関する受注者又は受注者の業

務責任者との協議

（4）業務の進捗の確認､設計図書の記載内容と履行内

容との照合その他この契約の履行状況の調査

3発注者は、 2名以上の監督職員を置き前項の権限

を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有

する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発

． ，注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任
、した権限の内容を､受注割こ通知しなければならない｡

4第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、

3第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる

保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4業務委託料の変更があった場合には、一般競争入札

においては保証の額が変更後の業務委託料の10分の

1，指名競争入札及び随意契約においては100分の5

に達するまで、発注者はく保証の額の増額を請求する

ことができ、受注者ば、保証の額の減額を請求するこ

とができる。

5第1項の規定にかかわらず､発注者がその必要がな

いと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証

を付することを要しない。 ・

6第1項の規定により、契約保証金の納付が行われて

いるときは、発注者は、当該契約保証金をもって､こ

の契約に基づき受注者が負担する賠償金、損害金又は

・違約金等に充当することができる｡この場合において、

なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに

請求する。

（権利義務の譲渡等）

第14条受注者は、この契約により生ずる権利又は義

務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保

に供することができない。ただし、あらかじめ、発注

者の承諾を得た場合は、この限りでない。 、

2受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者

に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供

してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾

を得た場合は《この限りでない。

（秘密の保持）

第15条受注者は、この契約の履行に関して知り得た

秘密を第三者に漏らしてはならない。

2受注者は、発注者の承諾なく、設計図書等‘(業務を

行う上で得られた記録等を含む｡）を他人に閲覧させ、

複写させ、又は譲渡してはならない。

3受注者は､自己の業務従事者その他関係人について、

前2項の義務を遵守させるために必要な措置を講じな

ければならない｡． 、

4前3項の規定は､この契約が終了した後においても、

．同様とする。

（一括再委託等の禁止） ．

第'6条受注者は､業務の全部を一括して､又は設計図

書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又

は請け負わせてはならない。

2受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け
負わせようとするときは、あらかじめ、書面により発

注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が

設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は

請け負わせようとするときは、この限りでない。 、

3発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、

II@
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2発注者は、前項の規定による請求があった場合にお

いて《必要があると認められるときは、履行期間を延

長しなければならない。発注者は、その履行期間の延

長が発注者の責めに帰すぺき事由による場合において

は､業務委託料について必要と認められる変更を行い、

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担

しなければならない｡ ･

（発注者の請求による履行期間の短縮等） ’

第29条発注者は、特別の理由により履行期間を短縮

する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者

に謂求することができる。

2発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行

期間を延長すぺき場合において、特別の理由があると

きは、延長する履行期間について、受注者に通常必要

とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求

することができる。

3発注者は、前2項の場合において、必要があると認

められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に

損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな

らない｡‘ ・

（履行期間の変更方法）

第30条本契約書の規定に基づく履行期間の変更につ

いては､発注者と受注者とが協駿して定める｡ただし、

協磯開始の日から．14日以内に協議が整わない場合に

は、発注者が定め、受注者に通知する。

2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の

意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。た

だし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日（第28

条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求

を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期

間の変更の請求を受けた日とする｡)から7日以内に協

議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開

始の日を定め、発注者に通知することができる。

（業務委託料の変更方法等）
第31条本契約書の規定に基づく業務委託料の変更に

ついては､発注者と受注者とが協議して定める。鷺だ
し、協織開始の日から14日以内に協議が整わない場．

合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の

意見を聴いて定め､受注者に通知するものとする。た

だし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から

7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注

者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することが

できる。

‘3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要

とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する

必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議

ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由

があるときは､あらかじめ､受注者の意見を聴いた上、

当該期間を延長することができる｡

4前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が

確認された場合において､必要があると認められると

きは、発注者は､設計図書の訂正又は変更を行わなけ

ればならない。

5前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われ

た場合において、発注者は、必要があると認められる

ときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は

受注者に損害を及ぼしたときは必要な受用を負担しな

・ければならないp

（設計図書等の変更）

第25条発注者は､前条第4項の規定によるほか､必要

があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指

示(以下この条及び第27条において｢設計図書等｣と
いう｡）の変更内容を受注者に通知して､設計図書等を

‘変更することができる｡この場合において､発注者は、
、 、

必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委詑

料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要

な費用を負担しなければならない。 ．

（業務の中止）

第26条発注者は､必要があると認めるときは､業務の

中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を

一時中止させることができる。

2発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場

合において、必要があると認められるときは、履行期

間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の

続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし

たとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。 ．

（業務に係る受注者の提案）

第27条受注者は､設計図書等について､技術的又は経

済的に優れた代替方法その他改良鞠を発見し､又は
発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案

に基づき設計図書等の変更を提案することができる。

2発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場

合において．、必要があると認めるときは、設計図書等

の変更を受注者に通知するものとする。

3発注者は、前項の規定により設計図書等が変更され

た場合において、必要があると認められるときは､履

行期間又は業務委託料を変更しなければならない。

（受注者の請求による履行期間の延長）

第28条受注者は、その責めに帰すことができない事

由により履行期間内に業務を完了することができない

ときは､その理由を明示した書面により発注者に履行

期間の延長変更を請求することができる。

も
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、注者が定める。

（業務委託料の支払い）

第38条受注者は､第36条第2項の検査に合格したと
きは、業務委託料の支払いを請求することができる。 、

2発注者は、前項の規定による請求があったときは、

請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わ

なければならない。

3発注者が、その責めに帰すべき事由により第36条

第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限

を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数

は、前項の期間（以下「約定期間」という｡）の日数か

ら差し引くものとする。この場合において、その遅延

日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、

遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了し

たものとみなす。

（部分払）

第39条受注者は､業務の完了前に､既に履行した部分
（本条第3項に定める検査に合格したもの。以下「既

履行部分」という｡）に相応する金額（以下「業務委託

料相当額」という｡）について、次項から第7項までに

定めるところにより部分払を請求することができる。

ただし､この請求は､月1回を越えることができない。

2受注者は、部分払を請求しようとするときは、あら

かじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を書面によ

り発注者に請求しなければならない。

3発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた
日から10日以内に､受注者の立会いの上､設計図書に

定めるところにより、前項の確認をするための検査を

行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければなら

ない。
： ’

4前項の場合において、検査に直接要する費用は、受．

注者の負担とする。

5受注者は､第3項の規定による確認があったときは、

部分払を請求することができる｡この場合においては、

発注者は、当該謂求を受けた日から30日以内に部分

払金を支払わなければならない。
．』ざ

6部分払金の額は、次の式により算定する。この場合

において、業務委託料相当額は、発注者と受注者とが

協譲して定める。ただし、発注者が前項の請求を受け

た日から10日以内に協議が整わない場合には、発注

者が定め、受注者に通知する。

‘ 部分払金の額≦業務委託料相当額×（9／10) (債務

が性質上不可分の委託契約）

， 部分払金の額≦業務委託料相当額（債務が性質上可

、 分の委託契約）

7第5項の規定により部分払金の支払があった後、再

度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第

適用する。

（業務委託料の変更に代える設計図書の変更）

第35条発注者は､第17条､第24条から第29条まで､

第32条又は第33条の規定により業務委託料を増額す

ぺき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の

理由があるときはも業務委託料の増額又は負担額の全

部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。

この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と

受注者とが協織して定める。ただし、協礒開始の日か

ら14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定

め、受注者に通知する。

2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の

意見を聴いて定め､受注者に通知しなければならない。

ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すぺき事由

又は費用を負担すぺき事由が生じた日から7日以内に

協雛開始の日を通知しない場合には、受注者は、協磯

騨台の日を定め､･発注者に通知することができる。
（検査及び引渡し）

第36条受注者は､業務を完了したときは､その旨を発

注者に通知しなければならない。

2発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員

（以下「検査職員」という｡）は、前項の規定による通

知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に

受注者の立会いの上､設計図書に定めるところにより､

業務の完了を確認するための検査を完了.し、当該検査

の結果を受注者に通知しなければならない。

3受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、

検査の結果について異議を申し立てることができない。

4発注者は、第2項の検査によって業務の完了を確認

した後、受注者が業務報告書の引渡しを申し出たとき

は、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければな

らない。

5発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、

当骸業務報告書の引渡しを業務委託料の支払いの完了

と同時に行うことを請求することができる。この場合

において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければ

ならない。

6受注者は､業務が第2項の検査に合格しないときは、

直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。

この場合において､履行の完了を業務の完了とみなし

て前5項の規定を準用する。

（減価採用）

第37条前条第6項の規定にかかわらず、検査の結果、

当該履行内容に僅少の不備がある場合で発注者がその

使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の

条件から履行が困難と認めたときは、相当の価格を減

価の上、これを採用することができる。減価の額は発

ぜ
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しても、受注者がその債務を履行しない又は契約の

目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがな

いことが明らかであるとき。

(7)受注者が第45条第1項の規定によらないでこの契

約の解除を申し出たとき。

(8)大阪市暴力団排除条例呼成23年大阪市条例第10

号｡以下｢暴力団排除条例」という｡）第2条第1号

に規定する暴力団（以下「暴力団」 という｡)、同条

第2号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい

う｡）又は同条第3･号に規定する暴力団密接関係者

（以下｢暴力団密接関係者」という｡）に、本契約か．

ら生じる債権を譲渡したことが判明したとき。

(9) この契約の締結又は履行について不正な行為があ

ったとき。

(10)発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。 ．

(11)監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分
を受けたとき。

3前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき

事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除を

することができない。

（誓約書の提出）

第43条の2受注者及び暴力団排除条例第7条に規定 @
する下謂負人等（以下「下請負人等｣という｡）はく暴

力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが

表明した誓約書を､発注者に提出しなければならない。

ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限

りでない。

（暴力団排除に伴う契約の解除） ．

第43条の3発注者は､次の各号のいずれかに該当す

るときは､催告をすることなく直ちに契約を解除する。

（1）暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、受

注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成

員のいずれかの者｡以下この条において同じ｡）が暴

力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められ

たとき。

（2） 暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づきが
請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当す

ると認められた場合において、受注者に対して、当

‘該下謂負人等との契約の解除を求め、受注者が当該

下請負人等との契約の解除の求めを拒否したとき。 ヘ

（契約が解除された場合等の違約金）

､第43条の4次の各号のいずれかに該当する場合にお

いては、受注者は、一般競争入札においては業務委託

料の10分の1，指名競争入札、随意契約においては

. 100.分の5に相当する額を違約金として発注者の指定

、 する期間内に支払わなければならない。

（1） 第43条の規定によりこの契約が解除された場合

壁

に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項

の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があ

るときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損

害賠償を請求する。

3第1項の規定により受注者力韻害賠償金を納付する

場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に

係る支払済みの代金の業務委耗料に対する割合に相当

する部分について、当該代金の支払いの日から、支払，

の日における民事法定利率.(民法第404条第3項の規

定に基づき法務省令で定める率を言う｡以下同じ｡）の

割合による利息を付さなければならない。

（発注者の解除権）

第43条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該

当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告を

し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除

ずることができる。ただし、当該不履行がこの契約及

び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、こ
‘ の限りでない。

(i) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行

しないとき。

‘ （2）履行期間内に業務を完了しないとき､又は完了す
る見込みが明らかにないと認められるとき。

（3）正当な理由なく第41条第2項に定める追完がな

されないとき。

（4） この契約の履行にあたり発注者の指示に従わな
■D P

いとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。

（5） コンブライアンス条例の規定に基づく調査に正

当な理由なく協力しないとき又は同条例の規定に基

づく勧告に正当な理由なく従わないとき。

（6）前各号のほかこの契約に違反したとき。 、

2発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をする

ことができる。

（1）第14条の規定に違反し､発注者の承諾を得ずに本契

約から生じる債権を譲渡したとき。

（2）受注者の債務の全部が履行不能であるとき。

（3）受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明

確に表示したとき。

′ （4）受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受

注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表

示した場合において、残存する部分のみでは契約の

目的を達すること餌できないとき。

（5）契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時
又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的

を達することができない場合において、受注者が履

行をしないでその時期を経過したとき。

（6）前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告を

f
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（3）発注者がこの契約に違反し､その違反によってこ

の契約の履行が不可能となったとき。 ‘

2受注者は､前項の規定によりこの契約を解除した場

合において､損害があるときは､その損害の賠償を発・
濫に舗求することができる｡ただし､前項各号に掲
げる事項が発注者の責に帰することができない事由に

よるものであるときは、この限りでない。

（解除の効果）

第46条この契約が解除された場合には、第1条第2
項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。た

だし＄第39条に規定する部分払に係る部分について
は、この限りでない。

（解除に伴う措置）

第47条受注者は、この契約が解除された場合におい
て《貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に
返還しなければならない。この場合において、当該貸

与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損し

たときは､代品を納め､若しくは原状に復して返還し､ ．

又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

2受注者は､この契約が解除された場合においても器具、

”仮設物その他の物件(第16条第2項の規定により、受
注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が

所有又は管理するこれらの物件を含む｡以下本条にお
いて同じ｡）があるときは、受注者は、当該物件を撤去

． するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、発注

者に明け渡さなければならない。

3前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要す

る受用（以下本項及び次項において「撤去費用等」 と

いう｡）は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それ

ぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負
担する。 L，

（1） 器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等は

受注者が負担する。

4.第2項の場合において､受注者が正当な理由なく、相

当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修・

復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受

注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若
しくは取片付けを行うこと承できる。この場合におい
ては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片

付けについて異議を申し出ることができず、ま危発

注者が支出した撤去我用等を負担しなければならない。
5第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、

方法等については､この契約の解除が第43条、第43
条の3文は第43条の4の規定によるときは発注者が
定め、第44条又は第45条の規定によるときは受注者

が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段

及び第2項に規定する受注者のとるぺき措置の期限、

（受注者の責めに帰することができない事由に

． よる場合を除く｡）

（2） 受注者がその債務の履行を拒否し､又は受注者の

責めに帰すべき事由によって受注者の債務について

履行不能となった場合、

2次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、
前項第2号に該当する場合とみなす。

（1） 受注者について破産手続開始の決定があった場

合において、破産法（平成16年法律第75号）の規

定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場

廊、 合において、会社更生法（平成14年法律第154号）
の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場
合において､､民事再生法（平成11年法律第225号）
の規定により選任された再生債務者等
3前条の規定により契約が解除された場合においては、
受注者は、業務委託料の100分の20に相当する額を
違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけれ
、ぱならない。

（契約解除に伴う損害賠償金）

第43条の5前条第1項又は第3項に規定する場合(前
条第2項によりみなされた場合を含む｡）において､発
注者に生じた実際の損害額が､前条第1項又は第3項に

規定する違約金の額を超える場合にば､受注者は超過額
を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

（業務完了前の発注者の任意解除権）

第44条発注者は、業務が完了するまでの間は、第43
条第1項及び第2項､第43条の3の規定によるほか、
必要があるときは､この契約を解除することができる。

2発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したこ

‐とにより受注者に損害を及ぼしたと,きは、その損害を

賠償しなければならない。

（受注者の解除権）

第45条受注者は、次の各号のいずれかに該当すると
きは、この契約を解除することができる。ただし、受
注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、こ

の限りでない。

（1） 第25条の規定により設計図書等を変更したため
r

業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第26条の規定による業務の中止期間が履行期間
の10分の5 （履行期間の10分の5が6月を超える
ときは、 6月）を超えたとき。ただし、中止が業務

の一部のみの場合は､その一部を除いた岬部分の
・ 業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止
が解除されないとき。
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~

と読み替える。

（補則） ：

第52条この契約書に定めのない事項については、大

阪市契約規則（昭和39年大阪市規則第18号）及び大

阪市会計規則（昭和39年大阪市規則第14号）に従う

ものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが

方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定

めるものとするb

（保険）

第48条受注者は、設計図書に基づき火災保険その他

の保険を付したとき又は任意に保険を付しているとき

は、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ち

に発注者に提示しなければならない。

（賠償金等の徴収）

第49条受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又

は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないとき

は、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する

期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日

数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割

合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うぺき

業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴す

る。

2．前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から

遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利

率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。

協溌して定めるものとする。

I

⑳

第50条削除

（概算契約）

第51条この契約書の頭書に概算契約である旨の記載

がなされている契約(以下この条において｢概算契約」

という｡）にあってば､設計図書記戦の数堂及び契約雷

記載の業務委能料は概算であり、発注者の都合により

増減することがある。この場合にあっては、業務委託

料の確定は、業務完了後の実履行数量に契約書又は業

，務委託料内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税

及び地方消費税相当額を加算して行うものとする。

2本契約が概算契約である場合､･契約書中「業務委託

料｣は､契約番記載の概算金額のことをいう。ただし、

第42条中「業務委託料」は「業務完了後の実履行数量

に契約書又は業務委託料内訳書に記戦した単価を乗じ

た金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額」

〈

、
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暴力団等の排除に関する特記仕様書

1暴力団等の排除について

(1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ｡）は、大阪市暴力団排除条
例（平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という｡）第2条第2号に規定する暴力団員（以下･｢暴力団員j
というb)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という｡）に該当すると認め
られる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。

(2)受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等（以下「下舗負人等」という｡）に、暴力団員又は暴力団密接
関濡1鍛当蒲翻あられる者と下請契約､蜜材･原鯛?卿契鈎又畦．"･契雛壹漣陰囎f償唯
、また、受注者は寸下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に骸当すると認められる者と下請契約、資材･原
材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
(3)薑産署鼠琶あ鋤ゐ蹄にあたり暴力団員又は暴力団密接“都震当すると竪堂鯉曼賓挫実理蕊驚
に規定する不･当介入.(以下「不当介入」という6）を受けたときは、速やかに雫この契約に係る本市監督職員若し
くは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長（以下「監督職員等」という｡）へ報告するとともに、警察へ
の届出を行わなければならない｡また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると闇め

〆' られる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察へ
の届出を行うよう、指導しなければならない。
(4)受注者及び下舗負入等が､正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは､条例第
12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。

(5) 受注者は第3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならな・
、い。

(6)発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の
適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長履行内容の変
更その他必要と認められる措置を露じることとする。 ， ．
2誓約書の提出について
受注者及び下謂負人等は､暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなけ
ればならない。ただし､発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。

紋

特記仕標書

（条例の遵守） 【5条関係】
第1条受注者および受注者の役職員は、本業務の履行に際しては、 「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条
例」（平成18年大阪市条例第16号） （以下「条例」という｡）第5条に規定する責務を果たさなければならない。
（公益通報等の報告） 【6条2項・12条2項関係】
第2条受注者は、当該業務について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報
の内容を発注者（福祉局総務部総務課）へ報告しなければならない。 ・
2受注者は､公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第12条第1
項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者（福祉局総務部総務課）へ報告しなければな
らない。

（調査の協力） 【7条2項関係】
第3条受注者及び受注者の役職員は､発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなけ
ればならない。 ．
（公益通報に係る情報の取扱い） 【17条4項関係】
第4条受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り
得た秘密を漏らしてはならない。
（発注者の解除権） 【21条関係】
第5条発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧
告に正当な理由なく従わないときは、本契約（協定）を解除することができる。 （指定管理者の指定を取り消すこと
ができる｡）

その他特記仕様書
&

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受け
たときは、その内容を記録し、直ちに発注者の福祉局総務部総務課（連絡先：06－6208-7911)に報告
しなければならない。
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車両使用に係る特記仕様書
』

本契約に基づき輸送を行う際に使用する自動車は車種規制非適合車以外の自動車でな

ければならない。

「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地

域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車NOx･PM法)」に定める窒素酸化物

排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車をいう。

車両使用に関する問合せ

大阪市環境局環境管理部環境管理課

自動車排ガス対策グループ

電話：06－6615－7965

0㎡
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介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント

際1号介護予防支援事業） （単価契約）

仕様書

業務名称

介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント （第1号介護予防支援事業）

（単価契約）

1

2 目的

要支援者等が要介護状態となることを予防し､自立酸生活を送ることができるよう､その心身の状況、
置かれている環境､本人及びその家族の希望等を鱸し､一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組
みを総合的に支援し､生活の質の向上に資するサービス提供が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な

援助を行うこと ‐

3基本的な考え方

対象者の自立支援に資するよう､心身機能の改善だけではなく､地域の中で生きがいや役割を浄て生
活できるような居場所に通い続けるなど、 「心身機能」 「活動」 「鋤ﾛ｣にバランスよくアプローチしていく

ことが重要であり、適切なアセスメントの実施により、利用者の状況を踏まえた目標を設定し､利用者本

人がそれを理解した上で､その達成のために必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に取り組ん

でいけるよう、具体的に介護予防･生活支援サービス事業等の利用について検討し、ケアプランを作成し

ていく。

地域包括支援センターが実施する包括的支援事業及び指定介護予防支援事業所として実施する介護予

防支援業務と本業務を合わせ、一体的に実施し、対象者に対する支援行う。

4契約期間

令和4年4月1日（契約締結日）～令和5年3月31日

5委託料 ‘

単価契約とし、大阪府国民健康保険団体連合会を通じて支払を行う。

※基本単価及び上記表に記載する2つの加算は非課税
00J

対象者

地域包括支援センターが担当する圏域内に居住する「要支援1又は2の認定を受けた方｣および｢基

本チェックリストにより、事業対象者"となった方｣のうち､介護予防･日常生活支援総合事業のみを
利用する方

6

6

-基本単価 ． ．
b

4,870円／月 （438単位相当額）

初回加算
■

3,336円 (300単位相当御

委託連撤ﾛ算 3,336円 （300単位相当調
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開設時間

月曜日～金曜日午前9時-'午後7時

土曜日 、 午前9時～午後5時

呪日・年末年始を除く）

または、地域包括支援センターが指定1
旗お_時間外や休日についても、緊急鴎

｡ ●

て開殴すゐ時I筒

汰制葬鮒して
〆

C ‐

◆ ■

■■

c 心

’ｰ

地域包括支援

昔のほか、介

卓 ｡

士、主倒卜護支援専門員及びそれら

っている職員。

地域包括支援センターが業務の一部

によって実施ずることも可餡

句括支援センターが利用者面談に立

〆0

センターに配直ご汀L~(V,O

護支援専門員等の指定介謡

支援事業全体の円滑な実施

業所に委託し、当該事業面

の介護予防ケアプラン作成
＝竿-の全て､のケースに関自

また、 酔
費
卯

－日目厚
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9 申 ､

8

農実施要綱｣及び｢大阪市第1号介護

業務詳細については、 「大阪市介護
篭1号介講予防支援事業）事業実施
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①

6

q q

p ■

類型 ①原則的な介護予防ケアマネジメント ②初回のみケアマネジメント

撚
・

■ e け

要支援1又は2懐支援認定）
事業対象者陛本チェックリスト該当者）

要支援1又は2 （要支援認定）

事業対象者（基本チェックリスト該当者）

サービス

内容

『 ■

対象者が対象ｻｰｽを利用する際に実施
するケアﾏﾈジﾒﾝﾄ(現行の介護予防支
援と同様のマネジメント）
･アセスメントの実施

･介護予防ケアプラン原案の作成
･サービス担当者会の開催

●

･介護予防ケアプランの説明、同意､･交付
･毎月のモニタリングの実施 など

対象者が対象サービスを利用する際の初回の
み実施するケアマネジメント
･アセスメントの実施

･アセスメント結果冒瞬の作成

･アセスメント結果記録の説明･同意･交付
･サービス終了時の再アセスメ.ントの鋤

争 C

●

など



（2）手順

アアセスメント （課題分析）及び介護予防ケアプラン原案作成

、 ・要支援者等の状態の把握、支援ニーズを特定し課題を分析

・目標や具体策の設定､サービスの利用方針等を決定 ．

イサーピス担当者会議

．原則としてケアプラン作成･変更時に禾晩者や家族､サービス事業者､主治医､インフォーマル

サービスの提供者等とサービス担当者会議を開催（家族やサービス提供担当者等と共通認識）

＊初回のみケアマネジメントは省略可

ウ介護予防ケアプラン原案の説明・同意刷用者に対して）

エ介護予防ケアプランの確定・交付.妹U用者・指定第1号事業者等に対して）
オ給付管理

力モニタリング

・利用者自身の日常生活能力や社会状況等の変化によって課題が変化していないかを継続的に(毎
月）確認し､介護予防ケアプランどおりに実行できているかを把握峻化がなくても3か月に1
回は要訪問）

・利用者等からの相談などによ､り、必要に応じサービス利用に係る調整

＊初回のみケアマネジメントは必要時のみ実施

キ評価(再アセスメント） 、ソ

・サービス事業所から評価等の報告を受け、効果の評価を総合的に実施

＊初回のみケアマネジメントでは、サービス利用終了時に実施

一部委託

（1）一部委託先事業者に対し一部委託できる範囲

指定居宅介護支援事業者へほ､次の業務内容の範囲内で介護予防ｹｱﾏﾈジﾒﾝﾄ(第1号介護予
防支援事業）の一部を委託することができる。

①重要事項説明

②契約の締結

③アセスメントの実施

9

売像
サービス

1訪問型サービス

①介護予防型訪問サービス

②生活援助型訪問サービス

③住民の助け合いによる生活支援活動事
業

④サポート型訪問サービス（通所型サー
ビスと併せて利用の場合）

2通所型サービス ．

①介護予防型通所サービス

②短時間型通所サービス
③選択型通所サービス

1訪問型サービス

③サポート型訪問サービス

(単独で利用の場合）

旬 ●

実施方法 地域包括支援センターへの委託

※地域包括支援センターから指定居宅介護
●

支援事業者への一部委託も可能

地域包括支援セ

d

ンターゾー
｡

の委託

基準 介護予防支援と同じ サービス担当者会議の開催､毎月のモニタリン
グの実施等の運営基準を緩和



④介護予防ケアプラン原案等の作成 ノ

⑤サービス担当者会の開催

⑥介護予防ケアプラン原案等の説明･同意
⑦介護予防ケアプランの交付

⑧サービス提供の連絡･調整

⑨モニタリング

⑩評価。

⑪給付管理業務

⑫その他日常の利用巻サービス提供事業者との連絡･調整
2）一部委託の中立・公正 ・

一部委託先事業者においては､地域包括支援センターと締結する「介護予防支援(第1号介護予防支
援事業を含む)業務一部委託に係る殿書｣に基づき､中立･公正にその業務を実施する必要がある。

灸

（3）介護予防ケアマネジメント以外の相談 ・
一部委託先事業者の介護支援専門員は､利用者及びその家族から介護予防ケアマネジメント以外の相
談等を受けた場合は､特定の営業活動に関わることがないよう適切な対応を行つだ上で､地域包括支援

〆6

セシターに報告する必要がある。

提出書類

（1）事業実績報告 ：
別途定める実績報告書様式により毎月事業実績を作成し､期限までに提出すること｡

（2）評価

別途定める「評価の手引き」に沿った評価に基づき、質の向上及び運営改善に努めること。
（3）その他

本市及び大阪市地域包括支援センター運営協議会､各区地域包括支援センター運営協議会の求め
に応じて資料を提出し､運営について報告すること． ．

10

留意事項

（1） 介護保険法及び関係法令を遵守し、 「大阪市第1号介護予防支援事業実施要領」に基づいて業務
を実施すること。 鐸

． （2） 国の関係法令(ガイドライン等を含む)や市町村の個人情報保護条例等を遵守し､住民の個人情
報の取り扱いに充分注意すること。地域包括支援センターやその業務の一部を委託されている指
定居宅介護支援事業者(以下｢一部委託先事業者｣.という）の事業所内の個人情報を記録した書類

＝ や情報端末の管理､介護支援専門員が持ち出す磁気媒体について､個人情報の保護及び漏洩を防ぐ
、万全の措置がとられている必要がある。

（3） 介護予防ケアマネジメントを実施するにあたり、各業務の担当者が互いに情報を共有し､その活
用を図ることが重要であることから､あらかじ"'l用者から個人情報を業務目的の範囲内で利用
することについて了承を得ること。

（5） 介護予防ケアマネジメントの従事者は、 「介護給付ケアマネジメント指導研修資釉「地域包括
支援センター運営マニュアル｣･等を参照し$高齢者の人権に十分留意する必要がある。

（6） 介護予防ケアマネジメントの従事者は､身分を証する書類(地域包括支援センターにおいては担
当職員証､一部委託先事業者においては｢介護支援専門員詔）を必ず携帯し､必要に応じて利用
者又はその家族の求めに応じて提示すること。

（7） 介護予防ケアマネジメントの従事者は､利用者及びその家族に本業務の趣旨を説明した後に、
「介護予防ｹｱﾏﾈジﾒﾝﾄ関連様式を用いて､介護予防サービス･支援計画書价護予防ｹｱマ
ネジメント結果等記録詞」を作成すること。 ．

11
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（8） 介護予防ケアマネジメントの実施にあたり重大な問題(事故）が生じたとき、あるいは利用者の

．権利擁護に関して留意すべき事項を認めた場合､直ちに市町村(一部委託先事業者の場合は地域包
． 括支援センター）に報告すること。

その他

（1）職員の資質の向上

本業務は、人材の質がサービスの質に直結するものであることから、地域住民や地域の関係機関か

ら信頼される支援機関としてその責務を果たしていけるよう、常に職員の資質向上に努めること。
（2） 公正・中立性の確保・

業務の遂行にあたっては､高齢者に提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に
理由なく偏ることがないよう、公正・中立性を確保しなければならない。また、その運営については

大阪市地域包括支援センター運営協議会の議を経て決定された事項について､遵守しなければならな
い
。 O

(3)個人情報保護について

本委託業務は、個人情報を取り扱っているため、市民の個入情報保護の重要性に鑑み、大阪市個人

情報保護条例の趣旨を踏まえ、各条項の規定を遵守し、また、受託者の従事者にも各条項の規定を遵
守させ、次に掲げる個人情報保護の措置を講じること。

①本委託業務に係る個人情報について、第三者への提供を禁止すること｡ただし、法令又は条例に定

めがあるときはこの限りでない｡なお､その場合､契約第8条に定める発注者の承諾は不要とする。

②本委託業務に関して取得し､又は作成した個人情報が記録されている文書等の複写及び複製を禁止

すること｡ただし､法令又は条例に定めがあるときはこの限りでない｡なお､その場合､契約第'0
条に定める発注者の承諾は不要とする。 ′
③本委託業務を受託し､又は受託していた業務に従事している者又は従事していた者は､その業務に

関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ､又は不当な目的の利用について､禁止す
ること。

④必要に応じて､本市職員による立ち入り検査を受けること。

⑤個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は､個人情報保護にかかる法人の規程に基づき対応を
行うとともに、直ちに福祉局地域包括ケア推進課に報告を行い、その指示に従うこと。

（4）情報公開への対応

受託者は、「大阪市情報公開条例｣の趣旨をふまえ､事業の運営に関する情報を公開するため､必要な
措置を講じなければならない。

（5）苦情処理体制の整備

苦情処理にあたっては対応マニュアルの整備、責任者の明示など適切に体制を整備すること。
（6）本業務の執行管理方法

本業務の進捗管理･執行状況把握等の執行管理については、スケジュール､作業工程に係る全ての”，
業務について、本市と十分協議し、その指示に従うこと。

12
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（7）関係書類等保管期間

本業務関係書類等については、 5年間保管すること。

本市が保管書類の提出を求めた場合、求めに応じること。 ､

（8）再委託の禁止条項

本業務（9に示す業務を除く）の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない

①介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント（第1号介護予防支援事業）
業務委託契約書第16条第1項に規定する｢主たる部分｣とは次の各号に掲げるものをいい､受注者
はこれを再委託することはできない6



・委託業務における総合的企画､業務遂行管理､業務の手法の決定及び技術的判断等
②受注者は、コピー、パソコン、印刷、製本、 トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあた
っては、発注者の承諾を必要としない。

③受注者は､第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては､書面により発注者の承諾
を得なければならない。

なお､元請の藻馳金額が1,000万円を超え藻駒の一部を再委託しているものについては､再委諭目
，手先、再委託内容、再委託金額を公表Fｳ司る。

④地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の縦に基づき､契約の性質又は目的が競争入札に
適さないとして､随意契約により契約を締結した委託業務においては､発齢は､前項に規定する
承諾の申請があったときは､原則として業務委託料の3分の1以内で申請がなされた場合に限り、
承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認め
たと急又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではな

・ い。 ．

⑤受注者は､業務を再委託に付する場合､書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておく
とともに、再委託の相手方に対して適切な指導､･管理の下に業務を実施しなければならない。
。をお､再委託の相手方は､大阪市競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中の者､又は大
阪市契約関棒暴力団排除措置要綱に基づく入*跨除外措置を受けている者であってはならない。

（9）感染症対策について

〆

』
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対象者及び従事者の安心・安全を確保するため、受詑昔は、本委誰鴬務を実施するにあたっては、

感染症対策を講じること。
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(経常型）
●

⑥ ー

申

の対等な立場における合意に基づいて、上記事項

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

②， 印のうえ、各自1通を保有する。

令和4年4月1日

発注者 大 阪 市

契約担当者大阪市福祉局長坂田洋一

住所又は事務所所在地

商号又は名称

氏名又は代表者氏名

犬阪市東成区大今里南3-11-2

社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協

会長清水弘

受注者

－1－

収入印紙貼付欄

契約番号福祉契第0400410号

名… ・ ‘称
口

申

業 務 委 託 料

毒

フ ち取引にかかる

消費税及び地方消費税の額

や

履 ，行 期 間

履 行 場 所

● ◆ 心

保 証 ； ・事 項

そ ． の 他
■

寺

大阪市家族介護支援事業
9 ， 4

､

” *

ノ

￥1'11,700

非課税

●令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

○契約後 日

､

本市指定場所

O契約保証金 円
0 "

○履行保証保険 ●免除,．
哺 ﾔ

東成区南部地域包括支援センター分
■ ■
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（指示等及び協議の書面主義）

第3条この契約書に定める催告、指示、舗求、通知､

報告、申出、承諾、質問、回答及び解除（以下「指示、

等」 .という6).は、書面により行わなければならない。

2前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情が

ある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する』

指示等を口頭で行うことができる｡この場合において、

発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載

し、 7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定

に基づき協議を行うときは、 .当該協議の内容を書面に

記録するものとする。 ．

（業務工程表の提出）

第4条受注者は、この契約締結後14日以内に没計図

書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しな・

ければならない｡ただし、発注者が必要でないと認め

た場合はこの限りでない6 ．

2発注者は、必要がある:と罷めるときは、前項の業務

工程表を受理した日から7日．以内に、受注者に対して

その修正を請求することができる。

3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設

計図書が変更された場合において、発注者は、必翰§

． あると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再

提出を舗求することができる。この場合において､第
1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があ

った日から｣と読み替えて､前2項の規定を準用する。

4業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するもので

はない｡

（事故等の報告義務）

第5条受注者は、業務の遂行中に事故が発生したとき

は、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに

その旨を発注者に報告し、速やかに応急処置を加えた
後、遅滞なく書面により詳細な報告並びにその後の具

体的な事故防止策を、書面にて提出しなければなら鞍

い°

2前項の事故が、個人情報及び業務に係るすべてのデ

ータ（以下「個人情報等」という｡）の漏えい、滅失､

き損等の場合には、受注者は､業務を中止するととも

に､･速やかに前項に規定する措置を購じなければなら‘

ない｡なお､業務中止の期間は､発注者が指示するま
でとする。

3．第1項の事故により.、以降の業務の円滑な進行を妨・

げる恐れがあるときは、受注者は、速やかに問題を解

決し､業務進行に与える影響を最小限にするよう、努

めなければならない｡

（総則） ・

第'条発注謬び受注者は､この契約書(頭書を含む。
．以下同じ｡）に基づき､設計図書(別冊の図面､仕様書､、

現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに

現場説明に対する質問回答書をいう｡以下同じd)に従

い、 日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及

び設計図鴇を内容と.する業務の委託契約をいう。以下

同じ｡）を履行しなければならない。 、

2受注者は､契約書記載の業務似下｢業務｣という｡）

を契約書記載の履行期間: (以下「履行期間」という｡）

応に完了し､発注者は、その業務委託料を支払うもの
とする。

3発注者は、その意図する業務を完了させるため、業．

務に関する指示を受注者又ほ第'9条に定める受注者
の業務責任者に対して行うことができる。この場合に

おいて、受注者又は受注者の業務責任者は当該指示に

従い業務を行わなければならない。

4受注者は、この契約書若しくは設計図誉に特別の定

めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者

との間で協溌がある場合を除き、業務を完了するため

に必要な一切の手段をその責任において定めるものと

する。 1 ．

5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用

いる言語は､、 日本語とする。

6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、

日本円とする。

7 この契約の履行に関.して発注者と受注者との間で用

いる計趣単位は、設計図書に特別の定めがある場合を．

除ざ計量法(平成4年法律第51号）に定めるものと

する。

8この契約書及び設計図書における期間の定めについ

ては、民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治

32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

9 この契約ば、 日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立て

については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を

第一審の専腐的合意管轄裁判所とすることに合意する。
（法令上の責任等) ； ・ ・

第2条受注者は､労働基準法(昭和22年法律第49号)、
職業安定法（昭和22年法律第141号)、労働安全衛生

法（昭和47年法律第57号）その他関係法令（社会保

険･労働保険に関する法令を含む｡）の規定のほか､職

員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成'8

年大阪市条例第16号。以下「コンブライアンス条例」

という｡）における委託先事業者に係る規定を守り、善

・良な管理者の注意をもって業務を履行しなければなら

③ （
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（複写複製の禁止）

第10.条受注者は、業務を行うための記録媒体等及び

記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはなら

ない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合

はこの限り-でない6

2前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理

については寸第7条を準用する｡

‘ （個人情報等の保護状況に関する検査の実施）

第11条発注者は､必要があると認めるときは､受注者

の個人情報等の保護状況について立入検査を実施する
ことができる。

2受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなけれ

ばならない。

3第1項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保

護状況が適切でないと認められる場合、発注者は受注

者に対し、その改善を求めるとともに＄受注者が個人

情報等を適切に保護していると認められるまで、業務

を中止させることができる。

（事実の公表）

第12条発注者は、受注者が保護条例第15条の規定に

違反していると認めるときは､保護条例第i6条第，
項の規定に基づき、行為の是正その他必要な処置を講

ずるぺぎ旨を勧告することができる。 、

2発注者は、受注者が前項に規定する勧告に従わない

ときは､保護条例第16条第2項に定める事実の公表

を行うために必要な措置をとることができる。

3発注者は、前2項に定めるもののほか、業務に関し

個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要

に応じて当該事故に関する情報を公表することができ

る。

’ （契約の保証）

)第'3条受注者は、この契約の締結と同時に､次の各号
~のいずれかに掲げる保証を付さなければならない｡た
だし、第2号の場合においては、履行保証保険契約の

締結後､’直ちにその保険証券を発注者に寄託しなけれ

ばならない。 ・
・ ・』〆 ‘

（1）契約保証金の納付．

（2） この契約による債務の不履行により生ずる損害

をてん補する履行保証保険契約の締結

2前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額(第
4項において「保証の額」という｡）は、一般競争入札

においては業務委託料の10分の1以上、指名競争入

札、随意契約においては100分の5以上としなければ

ならない。

3第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる

保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4業務委託料の変更があった場合には､･一般競争入札

（個人情報等の保護に関する受注者の責務）

第6条受注者は、この契約の履行にあたって個人情報

等を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に

鑑み大阪市個人情報保護条例（平成7年大阪市条例第

ユ1号6以下｢保護条例」という6)、大阪市特定個人情

報保護条例(平成27年大阪市条例第89号)､､行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成25年法律第27号）及びその他の関

連する法令等の趣旨を踏まえ、この契約書の各条項を

遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人

情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなけ

ればならない。 ・

2受注者は､自己の業務従事者その他関係人について、

前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなけ

ればならない｡ ．

（個人情報等の管理義務）

第7条受注者は､発注者から提供された資料､貸与品

等及び業務を行う上で得られた受注者の保有する記録

媒体（光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等

の媒体。以下｢記録媒体等」という｡）上に保有するす

べての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等につい

て、管理責任者を定めるとともに､･台帳等を設け管理

‘状況を記録する等適正に管理しなければならない。

2受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫

又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等

適正に管理しなければならない。 ・

3受注者は、第1項の記録媒体等について、業務を完

・下した後、速やかに廃棄、消去又は返却等するものと

、する｡.ただし、廃棄又は消去する際は、発注者の承認

又は立会いを得て実施することとし、廃棄又は消去が

完了した際には､その旨を文書によ･り発注者に報告す
る等適切な対応をとらなければならない。

4i薑麓壼難獣灘駕篭蝋等
5第'項に規定ずる個人情報等の管理が適切でないと
認められる場合、発注者は受注者に対し､改善を求め

る･とともに､･発注者が受注者の個人情報等の管理状況

を適切であると認めるまで業務を中止させる.ことがで

きるざ

（目的外使用の禁止）

第8条受注者は､業務を行うための記録媒体等及び記

録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し､又は発

注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。

（外部持出しの禁止)､・ ・

第9条受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録

媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部に持ち出

してはならない｡．
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負わせた場合、発注者に対し、その第三者の受任又は

請け負いに基づく行為全般について責任を負うものと

する。

（特許権等の使用）

第17条受注者は、特許横､実用新案權、意匠権､,商標

櫓その他日本国の法令に基づき保謹される第三者の権

利（以下「特許櫓等」という｡）の対象となっている履

行方法を使用するときは､その使用に関する一切の責

任を負わ鞍ければならない。ただし、発注者がその履

行方法を指定した場合において､設計図書に特許櫓等

の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存

在を知らなかったときは､発注者は、受注者がその使

用に関して要した費用を負担しなければならない。

（特許権の発明等)

第17条の2受注者は§業務の遂行にあたり､特許櫓等
の対象となるべき発明又は考案をした場合には､書面

にて発注者に通知しなければならない。

2前項の場合において、当該特許権等の取得のための

手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、発

注者と受注者とが協議して定める。

（監督職員）

第18.条発注者は､監督職員を置いたときは､その氏名

を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更

したときも､.同様とする。 、′

2監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及

びこの契約誉に基づく発注者の権限とされる事項のう

・ ち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほ

か､設計図害に定めるところにより、次に掲げる権限

・ を有する。

（1）発注者の意図する業務を完了させるための受注

者又は受注者の業務責任者に対する業務に関する指

示．

（2） この契約書及び設計図書の記載内容に関する受

注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答

(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業

務責任者との協議

（4） 業務の進捗の確認､設計図書の記載内容と履行内

容との照合その他この契約の履行状況の調査．

3発注者は､ 2名以上の監督職員を画き《前項の権限

を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有

する権限の内容を､監督職員にこの契約書に基づく発
注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任

した権限の内容を､受注者に通知しなければならない。

､4第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、

原則として、書面により行わなければならない。

5 この契約書に定める書面の提出は､,設計図書に定め

るものを除き、監督職員を経由して行うものどする｡

においては保証の額が変更後の業務委髄料の10分の

1，指名競争入札及び随意契約においては100分の5

に達するまで、発注者は、保証の額の増額を舗求する

ことができ、受注者は、保証の額の減額を請求するこ

とができる。

5第i項の規定にかかわらず､発注者がその必要がな
いと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証

を付することを要しない。

6第1項の規定により、契約保証金の納付が行われて

いるときは、発注者ば当該契約保証金達もって、こ

の契約に基づき受注者が負担する賠償金、損害金又は

違約金等に充当することができる｡この場合においで､．

なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに
. 、

請求する。

（権利義務の譲渡等） ・

第14条受注者は、この契約により生ずる権利又は義

務を第三者に磯渡し､‘承継させ、又はその権利を担保

に供することができない｡.ただし、あらかじめ、発注

者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2受注者は､.業務を行う上で得られた記録等を第三者

に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供

してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾

を得た場合は、この限りでない｡

（秘密の保持）

第15条受注者は、この契約の履行に関して知り得た

秘密を第三者に漏らしてはな．らない。

2受注者は、発注者の承諾なく、設計図書等（業務を

行う上で得られた記録等を含む｡）を他人に閲覧させ、
複写させ､又は譲渡してはならない6

3受注者は､自己の業務従事者その他関係人についても

前2項の蕊務を遵守させるために必要な措置を鱗じな

ければならない。 ・

4前3項の規定は､この契約が終了した後においても、

同様とする。

（一括再委託等の禁止）

第16条受注者は、業務の全部を一括して､又は設計図

書において指定した圭たる部分を第三者に委任し､又
は請け負わせてはならない。

2受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け

負わせようとするときは､あらかじめ、書面により発

注者の承諾を得なければならない｡ただし､発注者が
設計図書において指定した軽微な部分を委任じ、又は

請け負わせようとするときは、この限りでない。

3発注者は、受注者に対しで、業務の一部を委任し、

又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項

の通知を請求することがでぎる。

4 ．受注者は､第2項により第三者に委任し､又は謂け

③ 《
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第22条発注者が受注者に貸与し、又は支給する器具、

図面その他業務に必要な物品等（以下「貸与品等」と

いう｡）の品名､数量､品質､規格又は､性能､引渡場

所及び引渡時期は､､設計図書に定めるところによる。

2受注者は貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡し

の日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提

出しなければならない。

3受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって

管理しなければならない。

4受注者は､設計図書に定あるところにより、業務の
完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品

等を発注者に返還しなければならない。

5受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若し

くはき損し、又はその返還が不可能となったときは、

発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状

に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなけ

ればならない。

この場合においては、監督職員に到達した日をもって

、発注者に到達したものとみなす。

（業務責任者）

第,9条.受注者は､業務の管理･運営に必要な知識､技
能、資格及び経験を有する業務責任者を定め、その氏

名その他必要な事項を発注者に通知しなければならな

い｡業務責任者を変更したときも、同様とする。 ’

2業務責任者は、この契約の履行に関し志業務の管理

及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の

変更､業務委託料の請求及び受領､第20条第1項の請

求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の

請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除

に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の

権限を行使することができる。 ・

3・ 受注者は､前項の規定にかかわらず、自己の有する
権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しよ

うとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の

内容を発注者に通知しなければならない。

（特定個人情報を取扱う者）

第19条の2受注者は､業務の履行において､特定個人

情報を取扱う場合には、特定個人情報を取扱う者の氏

名その他必要な事項を発注者に通知しなければならな

・い。

（業務責任者等に対する措置請求）

第20条発注者は、業務責任者又は受注者の使用人若

・し<は第16条第2項の規定により受注者から業務を

委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施に

つき著しく･不適当と認められるときは、受注者に対し

て、その理由を明示した書面により、必要な措置をと

るぺきことを請求することができる。

2受注者は、前項の規定による舗求があったときは、

当該謂求に係る事項について決定し、その結果を請求

を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければ

ならない｡・

3受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく

不適当と認められるときは、発注者に対して、その理

由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこと

を請求することができる。

4発注者は《前項の規定による請求があったときは､

当該請求に係る裏項について決定し、その結果を請求

を受けた日･から’0日以内に受注者に通知しなければ

ならない。 ．

（履行報告）

第21条受注者は､設計図書に定めるところにより、こ

の契約の履行について発注者に報告しなければならな

い。

（貸与品等）

第23条削除

（条件変更等）

第24条受注者は､業務を行うに当たり､次の各号のい
ずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直

ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければなら

ない6

（1） 図面､仕様書､現場説明書及びこれらの図書に係

る質問回答書並びに現場脱明に対する質問回答書が
一致しないこと（これらの優先順位が定められてい

る場合は除く｡）

（2） ．設計図書に誤謬又は脱漏があること

（3）設計図書の表示が明確でないこと

（4） 履行上の制約等股計図書に示された自然的又は

人為的な履行条件が実際と相違すること

（5） ・設計図書に明示されていない履行条件について

予期することのできない特別な状態が生じたこと

2発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき
. 』ゾ

又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受

注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならな

いpただし、受注者が立会いに応じない場合には､受

注者の立会いを得ずに行うことができる｡

3発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（こ

れに対してとるべき措置を指示する必要カミあるときは、

当該指示を含む｡）をとりまとめ、調査の終了後14日

以内にざその結果を受注者に通知しなければならない。

ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由

があるときは､.あらかじめ､受注者の意見を聴いた上、

当該期間を延長することができ･る。
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、

｛

長が発注者の責めに帰すべき事由による場合において：

は､業務委託料について必要と認められる変更を行い、

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担

、 しなければならないb .

（発注者の請求による履行期間の短縮等）

第29条発注者は、特別の理由により履行期間を短縮

する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者

に請求することができる。

2尭注者は、この契約書の他の条項の規定により履行

期間を延長すぺき場合において、特別の理由があると

、 きは､延長する履行期間について、受注者に通常必要
とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求

することができる。

3発注者はも前2項の場合において、必要があると認

められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に

損害を及ぼしたときは必要な幾用を負担しなければな

らない。

（履行期間の変更方法）

第30条本契約書の規定に基づく履行期間の変更につ
, いては､発注者と受注者とが協議して定める｡ただし、

協蟻開始の日から14.日以内に協礒が整わない場合に

は､･発注者が定め､受注者に通知する。 、
2 ．前項の協議開始の日については、発注者が受注者の

意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。た

だし､発注者が履行期間の変更事由が生じた日（第28

条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の舗求

を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期

間の変更の謂求を受けた日とする｡)から7日以内に協

礒開始の日を通知しない場合には、受注者は、協畿開

始の日を定め、発注者に通知することができる。

（業務委託料の変更方法等）

第31条本契約書の規定に基づく業務委託料の変更に

ついては、発注者と受注者とが協議して定める。ただ

し､協議開始の日から'4日以内に協議螺わない場
合には､，発注者が定め､受注者に通知する。 ・

2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の‐

意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。た

だし､発注者が業務委能料の変更事由が生じた日から

7日以内に協礒開始の日を通知しない場合には、受注

者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することが
岩

できる｡,
．：

3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要

とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する

必要な費用の額については､発注者と受注者とが協織

して定める。

． （臨機の措置）

第32条受注者は､業務を行うに当たって､災害防止等

4前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が

確認された場合において、必要があると認められると

きは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなけ

ればならない｡’

5前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われ

た場合において、発注者は､.必要があると認められる

ときは、履行期間若しくは業務委能料を変更し、又は

受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな

ければならない。

（設計図書等の変更）

第25条発注者は､前条第4項の規定によるほか､必要

，‘がある｡と認めるときは、設計図書又は業務に関する指
示(以下この条及び第27条において｢設計図審等｣･と

いう｡)の変更内容を受注者に通知して､設計図書等を

変更することができる｡この場合において､発注者は、

必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委能

料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要

な受用を負担しなければならない｡

（業務の中止）

第26条発注者は、必要があると罷めるときは､業務の

中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を
一時中止させることができる。

2．発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場

合において、必要があると認められるときは、履行期

間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の

続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし

たとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な

．費用を負担しなければならない。

（業務に係る受注者の提案）

第27条受注者は､設計図書等について､技術的又は経
・済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し､又は
発案したときは、発注者に対して､､当該発見又は発案

に基づき設計図書等の変更を提案することができる。

2発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場

合において、必要があると認めるときは、設計図書等

の変更を受注箸に通知するものとする。
3発注者は､前項の規定により設計図書等が変更され

た場合において、必要があると認められるときは、履

行期間又は業務委託料を変更しなければならない。

（受注者の謂求による履行期間の延長）

第28条受注者は､その責めに帰すことができない事

由により履行期間内に業務を完了することができない

ときは、その理由を明示した書面により発注者に履行

期間の延長変更を請求することができる。

2発注者は、前項の規定による請求があった場合にお

いて、必要があると認められるときは、履行期間を延

長しなければならない。発注者は、その履行期間の延

混

心

①I 《
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のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとら

なければならない。この場合において、必要があると．

認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見

を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない

事情があるときは、この限りでない。

2前項の場合においては、受注者は、そのとった措置

の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。

3発注者は、災害防止その他の業務を行う上で特に必

要があると認める.ときは、受注者に対して臨機の措置

をとることを謂求することができる。

4受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を

とった場合において、当該措置に要した費用のうち、 、

受注者が業務委託料の範囲において負担することが適

当でないと認められる部分については、発注者がこれ
虎

を負担する。

（一般的損害）

第33条業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損

害(次条第1項､第2項若しくは第3項又は第34条の

2第1項に規定する損害を除く｡)については､受注者

がその費用を負担する。ただし、その損害（設計図書

に定めるどころにより付された保険によりてん補され

た部分を除く｡)のうち発注者の責めに帰すべき事由に

より生じたものについては、発注者が負担する。

（第三者に及ぼした損害）

第34条業務を行うにつき第三者に及ぼした損害（第

、3項に規定する損害を除く｡）について、当該第三者に

対して損害の賠償を行わなければならないときは、受

注者ｶﾐその賠償額を負担する。

2前項の規定にかかわらず､同項の規定する賠償額(設

計図書に定めるところにより付された保険によりてん

補された部分を除く｡）のうち、発注者の指示､貸与品

．等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生

じたものについては､発注者がその賠償額を負担する。

ただし、受注者が､. ｜発注者の指示又は貸与品等が不適

当であること等発注者の責めに帰すべき事由があるこ

とを知りながらこれを通知しなかったときは、この限

りでない。

3業務を行うにつき通常避けることができない騒音､振

動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損

害(設計図書に定めるところにより付された保険によ

りてん補された部分を除く｡）について､当該第三者に

損害の賠償を行わなければならないときは､発注者が

その賠償額を負担しなければならない。ただし、業務

を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠っ

たことにより生じたものについては、受注者が負担す

る。

4前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間

に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は

協力してその処理解決に当たるものとする。

（不可抗力による損害）

第34条の2業務を完了する前に、天災等（設計図書で

基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるもの

に限る｡）で､発注者と受注者のいずれの責めにも帰す

ることができないもの（以下この条において「不可抗

力」という｡）により、仮股物又は作業現場に搬入済み

の器具に損害が生じたときは、受注者は､その事実の

発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければなら

ない。

2発注者は､前項の規定による通知を受けたときは、直

ちに調査を行い、同項の損害（受注者が善良な管理者

の注意羨務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に

定めるところにより付された保険によりてん補された

部分を除く。以下この条において「損害」という｡）の

状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければな

らない。

3受注者は､前項の規定により損害の状況が確認された

ときは、損害による費用の負担を発注者に舗求するこ

とができる。

4発注者は､前項の規定により受注者から損害による費

用の負担の請求があったときは、当該損害の額（仮設

物又は作業現場に搬入済みの器具であって立会いその

他受注者の業務に関する記録等により確認することが

できるものに係る額に限る｡)及び当該損害の取片付け

に要する費用の額の合計額（第6項において「損害合

計額」という｡)のうち､､業務委託料の100分の1を超

える額を負担しなければならない。

5損害の額は､損害を受けた仮設物又は器具で通常妥当

と認められるものについて、当該業務で償却すること

としている償却費の額から損害を受けた時点における

業務に相応する償却費の額を差じ引いた額とする。た

だし､修繕によりその機能を回復することができか

つ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについ

ては、その修繕費の額･とする。
・Oy

6数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した

場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額

の負担については､ .第4項中「当該損害の額jとある

のは「損害の額の累計Jと、 F当該損害の取片付けに要

する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する

費用の額の累計｣と､｢業務委託料の'00分の'を超え

る額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える

額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を

・適用する。

（業務委託料の変更に代える設計図書の変更）

第35条発注者は､第17条､第24条から第29条まで、

リ

リ

もり

－7－



6

第32条又は第33条の規定により業務委託料を増額す

べき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の

理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全

部又は一部に代えて股計図書を変更することができる。

この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と

受注者とが協磯して定める。ただし、協賎開始の日か

ら'4日以内に協織が整わない場合には､発注者が定
め、受注者に通知する。

2前項の協礒開始の日については、発注者が受注者の

：意見を聴いて定め､受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すぺき事由
又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に〆#・

協議開始の日を通知しない場合にほ､受注者は､協議
開始の日を定め、発注者に通知することができる。

（検査及び引渡し）

第36条受注者は､業務を完了したときは､その旨を発

注者に通知しなければならない。

2発注者又ぱ発注者が検査を行う者として定めた職員
（以下「検査職員」という｡）は、前項の規定による通

知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に

受注者の立会いの上､設計図書に定めるところにより、

業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査

の結果を受注者に通知しなければならない。

3．受注者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、

検査の結果について異議を申し立てることができない。
4発注者はも．第2項の検査によって業務の完了を確認

した後、受注者が業務報告書の引渡しを申し出たとき

は、直ちに当咳業務報告書の引渡しを受けなければな

らない。

5 ．発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、

当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払いの完了

と同時に行うことを請求することができる。この場合

において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければ

ならない。

6受注者は､業務が第2項の検査に合格しないときは、
直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。

この場合において､.履行の完了を業務の完了とみなし

て前5．項の規定を準用する｡

（減価採用）

第37条前条第6項の規定にかかわらず、検査の結果、

当該履行内容に僅少の不備がある場合で発注者がその

使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の・

条件から履行が困難と認めたときは、相当の価格を減

価の上、これを採用することができる。減価の額は発

注者が定める6

（業務委託料の支払い）

第38条受注者は、第36条第2項の検査に合格したと

きは、業務委託料の支払いを謂求することができる。
･2．発注者は、前項の規定による謂求があったときは、
請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わ
なければならない｡

3発注者が、その責めに帰すぺき事由により第36条

．第2項の期間内に検査を完了しないときは､その期限
を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数

は、前項の期間（以下「約定期間」という｡）の日数か

’ ら差し引くものとする。この場合において、その遅延

日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、

遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了し
たものとみなす｡ ・ 。

（部分払） ”

第39条受注者は､業務の完了前に､既に履行した部分
（本条第3項に定める検査に合格した.もの6以下「既
履行部分」という｡）に相応する金額（以下「業務委詑

料相当額」という｡）について、次項から第7項までに

定めるところにより部分払を謂求することができる｡

ただし､この請求は､月1回を越えることができない。
2受注者は、部分払を請求しようとするときは、あら

かじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を書面によ

り発注者に請求しなければ坂らない。

3 ．発注者は、前項の場合において､当該請求を受けた

日から10日以内に､受注者の立会いの上､設計図書に

定めるところにより、前項の確認をするための検査を

行い、当咳確認の結果を受注者に通知しなければなら
ない。

4前項の場合において､検査に直接要する費用は､受
注者の負担とする。

5受注者は､第3項の規定による確認があったときは、
部分払を謂求することができる｡この場合においては、
・発注者は、当該請求を受けた日から30･日以内に部分
払金を支払わなければならない｡ ‘

6部分払金の額は、次の式により算定する。この場合

において、業務委託料相当額は、発注者と受注者とが

協議して定める。ただし、発注者力揃項の請求を受け

た日から10日以内に協議が整わない場合には、発注

者力淀め、受注者に通知する｡・

部分払金の額≦業務委託料相当額×(9/,0) (債務
が性質上不可分の委託契約）

部分払金の額≦業務委託料相当額（債務が性質上可
分の委託契約） . ．

7第5項の規定により部分払金の支払があった後、再

度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第

6項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料

相当額からすでに部分払の対象となった業務委託料相
当額を控除した額」とする。
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受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政

府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の

規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した

額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができ

・る。

(不当な取引制限等に係る損害賠償金）

鳶42条の2受注者は､次の各号のいずれかに骸当ず

るときは、発注者に対し、損害賠償金として､この契

約の業務委託料の.100分の20に相当する額を、発注

者の指定する期間内に納付しなければならない。この

契約が履行された場合において次の各号のいずれかに

該当するときも、同機とする｡

（1） 受注者が、この契約について､私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第

，54号｡以下｢独占禁止法」という｡）第3条又は第8

条第'号の規定に違反するとして､排除措置命令等

（独占禁止法第49.条に規定する排除措置命令又は
独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令（同

法第7条の9第2項又は第20条の2から第20条の

6までの規定による命令を除く｡以下｢納付命令」
という｡）をいう。以下同じ｡)を受け、これらが確

定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条

第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同

じ｡)。

（2） この契約について､確定した排除措置命令等(受

注者以外の者に対するものに限る｡)において､独占
禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行

為波あったとされたとき。

（3）確定した排除措置命令等において､受注者に独占

禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行

為があったとされた期間及び当該行為の対象となっ

た取引分野が示された場合（この契約が、示された

場合を除く｡)に､この契約が､当該期間における入

札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該

取引分野に該当するとき。

（4） 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が､この

契約について､刑法(明治40年法律第45号)蓋96
条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95

条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判

決を受け､当該判決が確定したとき。 、

2前項の場合において、受注者がこの契約について行

った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に

違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しく

は使用人がこの契約について行った刑法第96条の6

に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項

の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があ

るときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損

第42条の2

（部分払金の不払に対する業務中止）

第40条受注者は、発注者が第38条又は第39条の規

定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその・

支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないとき

は､業務の全部又は二部を一時中止することができる。

この場合においては、受注者は、その理由を明示した

書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければ

な．らない． ⑥

2発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中

止した場合において、必要があると認められるときは

履行期間若しくば業務委託料を変更し､又は受注者が
増加受用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼし

たときは必要な費用を負担しなければならない。

（債務不履行に対する受注者の責任） 、

第41条受注者は､業務について、この契約に定められ

たとおり履行できないことが明らかになったときは､

遅滞なく発注者に報告しなければならない。

2前項の報告を受けた場合、又は受注者がこの契約に

違反したことが明らかになった場合、その効果がこの

契約に定められているもののほか、発注者は､受注者

に対して相当の期間を定めてその履行の追完を請求し、

若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求し、又

はその履行の追完に代えて損害の賠償を請求すること

ができる｡ただし､債務の不履行が受注者の責めに帰
することができない事由によるものであるときは、発

注者は、損害の賠償を請求することができない。

3前項の規定は、第43条第1項及び第2項に定める

解除篭の行使を妨げない。
4第2項において､受注者が負うべき責任は､第36条

第2項又は第39条第3項の規定による検査に合格し
たことをもって免れるものではない。

（履行遅延の場合における損害金等）

第42条受注者の責めに帰すべき事由により履行期間

内に業務を完了することができない場合において、発

注者が履行期間後に完了する見込があると認めたとき．

は、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求す

ることができる。
、 ◆

2前項の延滞違約金の額は､業務委託料(第37条の規

定に基づき減価したときはその減価後の金額）から第

39条に規定する支払い済みの部分払金を控除した額

につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の

支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256．

号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する

率を乗じて計算した額とする6

3発注者の責めに帰すべき事由により、第38条第2

項の業務委託料又は第39条第5項の規定による部分

払金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未
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(7)受注者が第45条第1項の規定によらないでこの契

約の解除を申し出たとき。

(8)大阪市暴力団排除条例（平成23年大阪市条例第10

号。以下「暴力団排除条例」という｡）第2条第1号

に規定する暴力団:(以下「暴力団」という｡)、同条

。 第2号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい

う｡）又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者

． （以下｢暴力団密接関係者」という.｡）に､本契約か
ら生じる債権を譲渡したことが判明したとき。

(9) どの契約の締結又は履行について不正な行為があ

ったとき。

('0)発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき6
(11）監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分

を受けたとき｡

3前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき

事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除を

することができない。

（誓約書の提出）

第43'条の2受注者及び暴力団排除条例第7条に規定

する下謂負人等(以下｢下謂負人等｣という｡）は､暴
力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが

表明した誓約書を､発注者に提出しなければ獲らない。

ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限

りでない。

（暴力団排除に伴う契約の解除）

第蝦条の3発注者は、次の各号のいずれかに該当す

るときは､催告をすることなく直ちに契約を解除する。

（1）暴力団排除条例第8条第;1項第6号に基づき、受

注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成

員のいずれかの者｡以下この条において同じ｡）が暴

力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められ

たとき。

（2）暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき､下

‘請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当す

ると認められた場合において、受注者に対じて、当

該下謂負人等との契約の解除を求め､受注者が当該
下請負人等との契約の解除の求めを拒否したどき。

（契約が解除された場合等の違約金）

第43条の4次の各号のいずれかに該当する場合にお

いては、受注者は、一般競争入札においては業務委託

料の10分の1，指名競争入札、随意契約においては

' 100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定
． ′

する期間内に支払わなければならない。 、

(1) 第43条の規定によりこの契約が解除された場合

（受注者の責めに帰することができない事由に

よる場合を除く｡）

（2） 受注者がその債務の履行を拒否し､又は受注者の

害賠償を請求する6

3．第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する

場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に

係る支払済みの代金の業務委託料に対する割合に相当

する部分について、当該代金の支払いの日から、支払

の日における民事法定利率（民法第404条第3項の規

定に基づき法務省令で定める率を言う。以下同じ｡）の

割合による利息を付さなければなら･ない。

（発注者の解除権)

第43条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該．

当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告を

御し、その期間内に履行がないときは､ ､どの契約を解除

することができる｡ただし､当該不履行がこの契約及

ぴ取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、こ

の限りでない。

（1） 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行

しないとき。 ．

． （2）履行期間内に業務を完了しないとき､又は完了す

る見込みが明らかにないと認められるとき｡

（3）正当な理由なく第4'条第2項に定める追完がな
されないとき。

（4） この契約の履行にあたり発注者の指示に従わな

いとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。

(5) コンブライアンス条例の規定に基づく調査に正
当な理由なく協力しないとき又は同条例の規定に基

づく勧告に正当な理由態く従わないとき。

（6） 前各号のほかこの契約に違反したとき。

2発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

前項の催告をすることなく､直ちに契約の解除をする
．ことができる。

(1)第14条の規定に違反し､発注者の承諾を得ずに本契

、約から生じる債権を譲渡したとき。

(2)受注者の債務の全部が履行不能であるとき。 、 ‘

(3)受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明

・ 確に表示したとき｡．

(4)受注者の債務の一部の履行が不龍である場合又は受

注者力噸務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表

示した場合において､残存する部分のみでは契約の

目的を達することができないとき。

(5)契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時

又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的
を達することができない場合において、受注者が履

・ 行をしないでその時期を経過したとき。

（6）前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告を

･ 、しても、受注者がその債務を履行しない又は契約の

目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがな

いことが明らかであるとき。
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責めに帰すぺき事由によって受注者の債務について

履行不能となった場合

2次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、

前項第2号に該当する場合とみなす。

（1） 受注者について破産手続開始の決定があった場

合において、破産法（平成16年法律第75号）の規

定により選任された破産管財人

（2） 受注者について更生手続開始の決定があった場

合において、会社更生法（平成14年法律第154号）

の規定により選任された管財人

･ (3)受注者について再生手続開始の決定があった場

合において、民事再生法（平成11年法律第225号)

の規定により選任された再生債務者等

3前条の規定により契約が解除された場合においては、

受注者は、業務委託料の100分の20に相当する額を

違約金として発注者の指定ずる期間内に支払わなけれ
ばならない。

げ ◆

（契約解除に伴う損害賠償金）

第43条の5前条第1項又は第3項に規定する場合（前

条第2項によりみなされた場合を含む。）において、発

注者に生じた実際の損害額が､前条第1項又は第3項に

規定する違約金の額を超える場合には､受注者は超過額

を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

（業務完了前の発注者の任意解除櫓）

第44条発注者は､業務が完了するまでの間は、第43

条第1項及び第2項、第43条の3の規定による．ほか、
応

必要があるときは､この契約を解除することができる。

2発注者は､前項の規定によりこの契約を解除したこ

とにより受注者に損害を及ぼしたときは､その損害を

賠償しなければならない。

(受注者の解除権）

第45条受注者は、次の各号のいずれかに該当すると

きは、この契約を解除することができる。ただし、受

・注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、こ

の限り.でない。 ．

。(1)第25条の規定により設計図書等を変更したため

業務委能料が3分の2以上減少したとき。 、

(2) 第26条の規定による業務の中止期間が履行期間

の10分の5 (履行期間の10分の5が6月を超える

ときは、 6月）を超えたとき。ただし、中止が業務

の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の

業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止

が解除されないとき。

（3）発注者がこの契約に違反し､その違反によってど

の契約の履行が不可能となったとき。

2‘受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場

合において、損害があるときは、その損害の賠償を発

注者に請求することができる。ただし、前項各号に掲

げる事項が発注者の責に帰することができない事由に
よるものであるときは、この限りでない。

（解除の効果）

第46条この契約が解除された場合にはく第1条第2
項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。た

だし､第39条に規定する部分払に係る部分について

は、この限りでない。 ．

（解除に伴う措置）

第47条受注者は、この契約が解除された場合におい

て、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に

返還しなければならない。この場合において、当該貸

与品等が受注者の故意又は過失によ．り滅失又はき損し･．

たときは､代品を納め､若しくは原状に復して返還し、

又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

2 .受注者は､この契約が解除された場合において､器具、

仮設物その他の物件.(第16条第2項の規定により、受

注者から業務の一部を委任され、又は謂け負った者が

所有又は管理するこれらの物件を含む｡以下本条にお
いて同じ｡）があるときは､受注者は､当該物件を撤去．

するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、発注

者に明け渡さなければならない。

3前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要す

る費用（以下本項及び次項において「撤去費用等」と

いう｡）は､次の各号に掲げる撤去費用等につき､それ

ぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負
担する。

（1） 器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等は

受注者が負担する。

4第2項の場合において､受注者が正当な理由なく、相

当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修

復若しくは取片付けを行わないときは､､発注者は、受

注者に代わって当咳物件の処分又は作業現場の修復若

’ しくは取片付けを行うことができる。この場合におい

ては、受注者は、発注者の処分又は修復若し:くは取片
．D砂・

付けについて異議を申し出ることができず、また、発

，注者が支出した撤去費用等を負担しなければならない。

5 ’第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、

方法等については、この契約の解除が第43条、第43

条の3又は第43条の4の規定によるときは発注者が

定め、第44条又は第45条の規定によるときは受注者

が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段

及び第2項に規定する受注者のとるぺき措置の期限、

方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定

めるものとする。

（保険）
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〕

第52条この契約書に定めのない事項については、大

阪市契約規則（昭和39年大阪市規則第18号）及び大

阪市会計規則（昭和39年大阪市規則第14号）に従う

ものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが

第48条．受注者は、設計図書に基づき火災保険その他

・ の保険を付したとき又は任意に保険を付しているとき

は、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ち

に発注者に提示しなければならない。

（賠償金等の徴収)

第49条受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又

は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないとき

は、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する

期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日

数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割

合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき

業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴す
〆c， ．

る。

2前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から

遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利

率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。 ．

協議して定めるものとする。

ふ

第50条， 削除

. （概算契約）

第51条この契約書の頭書に概算契約である旨の記載

がなされている契約(以下この条において｢概算契約」

という｡）にあっては､設計図書記載の数量及び契約書

記載の業務委託料は概算であり、 ､発注者の都合により

増減することがある。この場合にあっては、業務委託

， 料の確定は、業務完了後の実履行数量に契約書又は業

務委託料内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税

及び地方消費税相当額を加算して行うものとする。

' 2本契約が概算契約である場合、契約書中「業務委託

料｣は､契約書記載の概算金額のことをいう｡ただし、
第42条中｢業務委既料｣は｢業務完了後の実履行数量
に契約書又は業務委能料内訳書に記載した単価を乗じ
た金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額』

と読み替える。

（補則）

一

0 －

0
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〃

暴力団等の排除に関する特記仕様書
〃

1 暴力団等の排除について

('）受注者(受注者が共同企業体であるときは､その構成員のいずれかの者｡以下同じ｡）は､大阪市暴力団排除条
例（平成23年大阪市条例第10号。以下｢条例」という｡）第2条第2号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」
という｡）又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という｡）に該当すると認め
られる者と下請契約、資材･原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。

(2)受注者はく条例第7条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等jどいう｡）に、暴力団員又は暴力団密接
関係者に該当すると罷められる者と下請契約、資材.･原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
．また、受注者は、下舗負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に咳当すると認められる者と下請契約､資材・原
材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。

(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条
に規定する不当介入（以下『不当介入」という｡） .を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若し
くは検査職員又は当骸事務事業を所管する担当課長(以下｢監督職員等].という｡）へ報告するとともに､警察へ
の届出を行わなければならない。また受注者は､下謂負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当ずると認め
られる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し､速やかに監督職員等へ報告するとともに警察へ
の届出を行うよう､･指導しなければならない。 ．

(4)受注者及び下請負人等が､正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは､条例第
’2条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。

(5) 受注者は第3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならな
い。

(6)発注者及び受注者は､暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の
適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協蟻の上､履行日程の調整､履行期間の延長、履行内容の変
更その他必要と記あられる措置を露じることとする。

2誓約書の提出について

受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなけ
． ればならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。

。 、 0 ｡ 、

特記仕様書

（条例の遵守） 【5条関係】

第1条受注者および受注者の役職員は､ '本業務の履行に際しては、 「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条
例」 （平成18年大阪市条例第16号).(以下｢条例｣という｡）第5条に規定する責務を果たさなければならない。
（公益通報等の報告） 【6条2項・12条2項関係】
第2条受注者は､当該業務について､条例第2条第'項に規定する公益通報を受げたときは､速やかに､公益通報
の内容を発注者（福祉局総務部総務課）へ報告しなければならない｡
2受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から､､条例第12条第1
項に規定する申出を受けたときは､直ちに、当該申出の内容を発注者(福祉局総務部総務課)へ報害しなければな
らない。

（調査の協力） 【7条2項関係】

第3条受注者及び受注者の役職員は､発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなけ
ればならない。

（公益通報に係る情報の取扱い） 【17条4項関係】

第4条受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は､正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り
得た秘密を漏らしてほならない。
（発注者の解除権)･ 【21条関係】 、酸
第5条発注者は､受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧
・告に正当な理由なく従わないときは､本契約(協定)を解除することができる。 （指定管理者の指定を取り消すこと
ができる｡）

その他特記仕様書

発注者と本契約を締結しだ受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けた

ときは､その内容を記録し、直ちに発注者の福祉局総務部総務課（連絡先:･06-6208-7911)に報告しな

け縮ならない。

－13－



車両使用に係る特記仕様書
１
１

本契約に基づき輸送を行う際に使用する自動車は車種規制非適合車以外の自動車でな

ければならない。

「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地

域における総堂の削減等に関する特別措置法（自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物

排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車をいう。

伊

〆『

歩

車両使用に関する問合せ．

大阪市環境局環境管理部環境管理課

・自動車排ガス対策グループ

電話：06－6615－7965

I

8

、

」

ー

8
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前金払に関する特約条項

．(業務委託料の前金払）

第1条第38条及び第39条の規定に関わらず、発注者が業務の円滑な遂行を図るために必要があると認
めるときは、受注者は、前払いによる業務委託料の支払いを請求することができるものとする。この場

合においては、第.38条第1項及び第2項中「業務委託料」とあるのは「業務委託料からすでに前払いの
‘対象となった業務委託料相当額を控除した額」 と読み替える。

2前項による前払いの支払回数、請求できる時期及び支払限度額は、次のとおりとする。ただし、発注

者I

発注者は、前2項の規定による請求を受けたとき‘は、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求
にかかる業務委託料を支払わなければならない｡

受注者は､第’項の規定による前払いを受けたときは､当該前払いの趣旨にしたがって適正に使用し、
この契約を誠実に履行しなければならない。

発注者は､この契約が解除された場合においては､第46条本文の規定に関わらず､既に業務を完了し
た部分（第39条の規定による既履行部分に相応する業務を完了した部分を除く｡）を検査の上、当該検
査に合格した部分に相応する業務委託料相当額及び第39条の規定による既履行部分に相応する業務委

託料相当額を第3項の規定による支払い済みの前払いによる業務委託料(以下｢前払金｣という｡)の額
から控除する。この場合において、前払金の額になお剰余があるときは、受注者は、解除が第43条又は

第43条の3の規定によるときにあっては､その剰余の額に前払金の支払いの日から返還の日までの日
数に応じ契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大
臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第44条又は第45条の規定によるとぎ

3

4

5

にあっては、その剰余の額を発注者に返還しなければならない。

I

ぐ0

’

8㎡

ざ

一

－15．－

請求できる時期 支払限度額

令和4年4月1日から （
1

P

金111,700円
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＆様．
輔

撚
蕊 ．；
¥大阪市家族介護支援事業業務委託に係る仕様書を次のように定める。
J；

‐

､ユ事業目的

: ′この事業は､介護を要する高齢者を在宅で介護している家族(以下｢家族介護者」という｡）及び地

霊域住民iこ対し､適切な介護知識･技術･各種ｻｰｽの利用方法等の在宅介護に関する情報交換･意
児交換を行う機会の提供等を通じて､家族介護者の介護負担の軽減､介護離職の防止及び心身のリブ
レッシュを図るとともに、認知症の理解促進や当事者組織の育成・支援を行うことを目的とする。

ｆ

2事業の対象者

大阪市内に居住する家族介護者及び地域住民。

3履行期間

令和4年4月1日～令和5年3月31日

4支出方法
C 今

支払いは前払いとし苛総価契約とする。

5業務内容

委託法人の地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）従事者は、担当する圏域内の高

齢者の実態や、家族会やボランティア等、地域の社会資源などの状況に応じて、家族介護者及び地域

住民に対して、次の（1）～（6）に掲げる内容の講演会、交流会または研修会等、及び（7）に掲

げる業務を実施する。

事業実施詳細については大阪市家族介護支援事業実施マニュアルを参照すること。

（1）介護方法及び介護技術並びに介護予防の知識・技術の習得に関すること。 ‘

（2）認知症の正しい知識の習得に関すること。

（3）家族介護者同士あるいは地域住民との交流を深めること。

（4）地域住民向けリーフレット等の作成・配布する。

（･5）家族介護者の支援に有効な家族会の育成支援など自主的活動の支援に関すること。

（6）家族介護者の介護負担の軽減、心身のリフレッシュを図ることを目的に在宅介護に関する情，鰄

罪報交換・意見交換を行う機会を提供すること。

（7）家族介護慰労金支給事業にかかる家族介護の実態把握のための訪問調査の実施｡

〃

】



I

0

実施方法

委託法人の地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営関連事業(包括的支援事業)従事者は､前記5の（,）～
（6）に示す業務について、次の（1）～（2）のとおり実施する。

なお、前記5の（7）に示す業務については、次の(3)のとおり実施する。

（'）実施計画

・委託法人は、圏域内の協力関係機関と実施計画について検討じたうえで､､実施計画を福祉

局長あて提出すること。 ．

（2）実施報告

履行期間終了後、 10日以内に福祉局長あて実績を報告すること。

（3）家族介護慰労金支給事業にかかる家族介護の実態把握のための訪問調査について

露.、 委託法人は、介護保険制度を利用せずに重度要介護高齢者を介護している介護者に本市が

慰労金を支給する｢家族介護慰労金支給事業｣の実施に際し､担当圏域に居住する対象者か
ら支給申請があった場合も福祉局地域包括ｹｱ推進課の依頼に基づき家族介護の実態につい
て調査を行うとともに､調査の機会を活用して家族介護支援事業への参加勧奨及び介護保険
制度等の利用促進を行う｡．

6

I

〆I

I

注意事項

（1）対象者の費用負担について

飲食等にかかる経費については､･対象者の負担とする。ただし、本市の承諾を得たときは、こ
の限りではない。

（2）個人情報保護について

本委託業務は、個人情報を取り扱っているため､･市民の個人情報保護の重要性に鑑み、大阪市

個人情報保護条例の趣旨を踏まえ､各条項の規定を遵守し､また､受託者の従事者にも各条項の
規定を遵守させ《次に掲げる個人情報保謹の措置を講じること。

①本委託業務に係る個人情報について、第三者への提供を禁止すること。ただし、法令又は条例

に定めがあるときはこの限りでない｡なお､その場合､第8条iこ定める発注者の承諾は不要と
する6

②本委託業務に関して取得し、又は作成した個人情報が記録されている文書等の複写及び複製を

禁止すること。ただし､法令又は条例に定めがあるときはこの限りでない。なお、その場合、
第10条に定める発注者の承諾は不要とする。

③本委託業務を受託し、又は受託していた業務に従事している者又は従事していた者は、その業

’務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ､又は不当な目的の利用について、
禁止すること。

： ．

④必要に応じて、本市職員による立ち入り検査を受けること。
．：

⑤個人情報等の漏え峰の事故が発生した場合は､個人情報保護にかかる法人の規程に基づき対
応を行うとどもに、直ちに福祉局地域包括ケア推進課に報告を行い、その指示に従うこと。

7

ザ

＆



（3）再委託等の禁止条項
炉

！ ①矢阪市家族介護支援事業業務委託契約書第'6条第'項に規定する｢主たる部分｣とは次の各号
に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。

．､委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等

②受注者は、コピー、パソコン、印刷、製本、 トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託に

あたっては、発注者の承諾を必要としない。

③受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては､"書面により発注者の

承諾を得なければならない。

なお、元請の契約金額が1,000万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委

託相手先、再委託内容､再委託金額を公表する。

④地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争入

札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、前項に

規定する承諾の申請があったときは､原則として業務委託料の3分の1以内で申請がなされた

場合に限り、承諾を行うものとする。ただし､業務の性質上､･これを超えることがやむを得な

いと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したと

きは、この限りではない。

⑤受注者は､業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にして

おくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならな

い。

なお､再委託の相手方は､大阪市競雲入札指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中の者､又
は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはな

；
旬

：

6

、

『
居
陪
Ｊ
・
侭

4
日

らない。

（4）感染症対策について

受託者は、本委託業務を実施するにあたっては、対象者及び従事者の安心･安全を確保するた

め、感染症対策を講じること。⑨

その他
．：

本書に定めのない事項については、本市と委託法人が協議のうえ実施する。
』
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